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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（市場管理細則等） 

第３条 （略） 

（市場管理細則等） 

第３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（削る） ５ 本業務規程に定めるもののほか、ＥＦ

Ｆ取引に関し必要な事項は、ＥＦＦ取引

実施細則をもって定める。 

５ （略） ６ （略） 

６ （略） ７ （略） 

７ （略） ８ （略） 

８ （略） ９ （略） 

９ （略） １０ （略） 

１０ （略） １１ （略） 

１１ （略） １２ （略） 

１２ （略） １３ （略） 

１３ （略） １４ （略） 

１４ （略） １５ （略） 

  

（呼値、呼値の単位、取引単位及び受渡

単位） 

第１８条 （略） 

（呼値、呼値の単位、取引単位及び受渡

単位） 

第１８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、立会外取

引、ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引の呼値の

単位は、各細則に定めるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、立会外取

引、ＥＦＰ取引、ＥＦＳ取引及びＥＦＦ

取引の呼値の単位は、各細則に定めるも

のとする。 

  

（個別競争売買） 

第２０条 （略） 

（個別競争売買） 

第２０条 （略） 

２ 次の各号に掲げる単一約定方式による

個別競争売買（以下「板合わせ」とい

う。）においては、売注文の競合、買注

文の競合及び売注文と買注文の争合によ

り、最も高い値段を指定した売買注文の

値段に呼値の単位の１単位加算した値段

から、最も低い値段を指定した売買注文

の値段に呼値の単位の１単位減算した値

段までの間であって、売注文の合計数量

と買注文の合計数量が最大となるとき、

当該値段を約定値段とし、次条に定める

売買注文の順位に従って対当する売買注

文の間に取引を成立させるものとする。 

２ 次の各号に掲げる単一約定方式による

個別競争売買（以下「板合わせ」とい

う。）においては、売注文の競合、買注

文の競合及び売注文と買注文の争合によ

り、最も高い値段を指定した売買注文の

値段に呼値の単位の１単位加算した値段

から、最も低い値段を指定した売買注文

の値段に呼値の単位の１単位減算した値

段までの間であって、売注文の合計数量

と買注文の合計数量が最大となるとき、

当該値段を約定値段とし、次条に定める

売買注文の順位に従って対当する売買注

文の間に取引を成立させるものとする。 

（１） 寄付板合わせ（立会開始時の板

合わせをいう。以下同じ。） 

（１） 寄付板合わせ（立会開始時の板

合わせをいう。以下同じ。）の約定値

段 

（２） 引板合わせ（立会終了時の板合

わせをいう。以下同じ。） 

（２） 引板合わせ（立会終了時の板合

わせをいう。以下同じ。）の約定値段 
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（３） 第９条、第９７条、第１００条

及び第１０１条の規定により、臨時に

立会を停止した場合の立会再開時又は

臨時に立会を行う場合の立会開始時の

板合わせ 

（３） 第９条、第９７条、第１００条

及び第１０１条の規定により、臨時に

立会を停止した場合の立会再開時又は

臨時に立会を行う場合の立会開始時の

約定値段 

（４） 第１０条の規定により、立会を

一時中断した場合の立会再開時の板合

わせ 

（４） 第１０条の規定により、立会を

一時中断した場合の立会再開時の約定

値段 

３ （略） ３ （略） 

  

 

第２５条 削除 

（委託区分訂正） 

第２５条 取引参加者は、第２０条、第２

７条及び第２８条の規定により成立した

売買約定の全部又は一部について、シス

テム売買実施細則に定めるところによ

り、委託区分の訂正を当社に対し行うこ

とができる。 

  

（ギブアップ） 

第２８条 ギブアップとは、第２０条、第

２６条、第３５条及び第３８条の規定に

より売買約定が成立した後、当該売買約

定を成立させた取引参加者（以下この条

から第３２条までにおいて「付替元取引

参加者」という。）の売買約定の全部又

は一部について、他の取引参加者（以下

この条から第３２条までにおいて「付替

先取引参加者」という。）の売買約定が

成立したものとして付替えること（前条

の規定による場合を除く。）をいう。 

（ギブアップ） 

第２８条 ギブアップとは、第２０条及び

第２６条の規定により売買約定が成立し

た後、当該売買約定を成立させた取引参

加者（以下第３２条までにおいて「付替

元取引参加者」という。）の売買約定の

全部又は一部について、他の取引参加者

（以下第３２条までにおいて「付替先取

引参加者」という。）の売買約定が成立

したものとして付替えること（前条の規

定による場合を除く。）をいう。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（テイクアップ申出等） 

第３０条 前条第２項の規定により通知を

受けた付替先取引参加者は、当該通知に

係る売買約定が成立した計算区域の日中

立会終了後のギブアップ細則に定める時

限までに、次の各号に掲げる申出のいず

れかを、当社に対して行うものとする。 

（１） 通知に係る売買約定のギブアッ

プ申出を引き受ける場合にはその旨の

申出（以下「テイクアップ申出」とい

う。） 

（２） 通知に係る売買約定のギブアッ

プ申出を引き受けない場合にはその旨

の申出（以下「テイクアップ拒否の申

出」という。） 

２ 前項に規定する時限までに同項各号の

申出が行われない場合には、当社は、当

該付替先取引参加者により、テイクアッ

プ拒否の申出を受けたものとみなす。 

（テイクアップ申出） 

第３０条 付替先取引参加者は、前条第２

項に基づく通知を受けた売買約定のギブ

アップ申出を引き受ける場合には、その

旨の申出（以下「テイクアップ申出」と

いう。）を当該売買約定が成立した計算

区域の日中立会終了後のギブアップ細則

に定める時限までに当社に行うものとす

る。 

２ 当社は、テイクアップ申出を受けた場

合には、その旨をギブアップ申出を行っ

た付替元取引参加者に通知するものとす

る。 

３ 当社は、付替先取引参加者から第１項

の規定に基づくテイクアップ申出がなさ

れなかった場合には、ギブアップ申出に

係る売買約定の引受けを拒否したものと

みなし、ギブアップは成立しないものと

する。 
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３ 当社は、付替先取引参加者からテイク

アップ申出又はテイクアップ拒否の申出

を受けた場合（前項又は次条第２項の規

定によりテイクアップ拒否の申出を受け

たものとみなされる場合を含む。）に

は、その旨を、ギブアップ申出を行った

付替元取引参加者に通知するものとす

る。 

  

（ギブアップ申出並びにテイクアップ申

出及びテイクアップ拒否の申出の特例） 

第３１条 第２９条第１項及び前条第１項

の規定にかかわらず、付替元取引参加者

及び付替先取引参加者は、当社が認めた

場合には、ギブアップ申出並びにテイク

アップ申出及びテイクアップ拒否の申出

の対象となる売買約定が成立した計算区

域の３営業日後のギブアップ細則に定め

る時限までに当社にギブアップ申出並び

にテイクアップ申出及びテイクアップ拒

否の申出を行うことができる。 

（ギブアップ申出及びテイクアップ申出

の特例） 

第３１条 第２９条第１項及び前条第１項

の規定にかかわらず、付替元取引参加者

及び付替先取引参加者は、当社が認めた

場合には、ギブアップ申出等（ギブアッ

プ申出及びテイクアップ申出をいう。以

下同じ。）の対象となる売買約定が成立

した計算区域の３営業日後のギブアップ

細則に定める時限までに当社にギブアッ

プ申出等を行うことができる。 

２ 前項に規定する時限までにテイクアッ

プ申出又はテイクアップ拒否の申出が行

われない場合には、当社は、当該付替先

取引参加者により、テイクアップ拒否の

申出を受けたものとみなす。 

２ 当社は、付替先取引参加者から前項の

規定に基づくテイクアップ申出がなされ

なかった場合には、ギブアップ申出に係

る売買約定の引受けを拒否したものとみ

なし、ギブアップは成立しないものとす

る。 

  

（ギブアップの取消し） 

第３２条 付替元取引参加者及び付替先取

引参加者は、当社が認めた場合には、ギ

ブアップ申出及びテイクアップ申出（以

下「ギブアップ申出等」という。）の取

消しの申出を行うことができる。当該申

出は、付替元取引参加者及び付替先取引

参加者がギブアップ申出等の取消しの対

象となる売買約定が成立した計算区域の

３営業日後のギブアップ細則に定める時

限までに当社に行うものとする。 

（ギブアップの取消し） 

第３２条 付替元取引参加者及び付替先取

引参加者は、当社が認めた場合には、ギ

ブアップ申出等の取消しの申出を行うこ

とができる。当該申出は、付替元取引参

加者及び付替先取引参加者がギブアップ

申出等の取消しの対象となる売買約定が

成立した計算区域の３営業日後のギブア

ップ細則に定める時限までに当社に行う

ものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（立会外取引の一時中断） 

第３７条 当社は、第１０条の規定に基づ

き、システム売買実施細則第１５条第１

項第３号に定めるところにより立会の一

時中断を行う場合、当該立会の一時中断

を行う間、当該立会の一時中断を行う上

場商品構成品（電力にあっては、第１４

条に規定する現金決済先物取引の対

象。）に係る立会外取引を一時中断す

る。 

（ＥＦＦ取引による売買） 

第３７条 ＥＦＦ取引とは、現物先物取引

及び現金決済先物取引において、ある上

場商品構成品（電力を除く。）の取引に

ついて、同一価格により、同一限月、か

つ、同一数量の売注文及び買注文につ

き、当該売買約定を成立させ、同時に同

じ上場商品構成品の取引を、同一価格に

より、同一限月、かつ、同一数量の売注
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文及び買注文につき、当該売買約定を成

立させる取引をいう。 

２ ＥＦＦ取引の申出は、ＥＦＦ取引実施

細則に定めるところにより、取引参加者

端末に入力して行うものとする。 

３ 前項の申出は、売付け又は買付けのい

ずれか一方の申出とこれと対当させるた

めに行われた申出とが合致したときに成

立するものとする。 

４ 当社は、第１項のＥＦＦ取引につい

て、適当でないと認めるときは、これを

取り消すことができる。 

５ 当社は、第１項のＥＦＦ取引が成立し

たとき又は前項の規定による取消しを行

ったときは、遅滞なく当該申出を行った

取引参加者に対し、通知するものとす

る。 

６ 取引参加者は、前項の規定による通知

を受けたときは、直ちにその内容を確認

するものとする。 

７ 当社は、売買システムの稼働に支障が

生じた場合その他の事由により、第５項

に規定する通知に遅延、欠落その他の不

備が生じていることを知った場合には、

当社がその都度定めるところにより、当

社において成立した取引の内容を改めて

第２項の申出を行った取引参加者に通知

するものとする。 

  

（ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引による売

買） 

第３８条 取引参加者は、ＥＦＰ取引及び

ＥＦＳ取引実施細則に定めるところによ

り、次の各号の取引について事前に当社

に申し出て、次項第１号の承認を受けた

ものについては、第３項の申出を行うこ

とができる。 

（１） 現物先物取引及び現金決済先物

取引において、現物取引（ＥＦＰ取引

及びＥＦＳ取引実施細則に定める上場

商品構成品と交換可能な商品現物型Ｅ

ＴＦを含む。以下同じ。）の売買契約

を締結した取引参加者又は委託者等

が、現物取引の売契約者の当社におけ

る買付注文と、現物取引の買契約者の

当社における売付注文を、同一価格に

おいて、同一限月、かつ、同一数量に

つき、当該注文の売買約定を成立させ

る取引（以下「ＥＦＰ取引」とい

う。） 

（ＥＦＦ取引の停止） 

 

第３８条 当社は、次の各号の一に該当す

る場合には、ＥＦＦ取引の全部又は一部

を停止することができる。 

（１） ＥＦＦ取引の状況に異常がある

と認める場合又はそのおそれがあると

認める場合その他市場の状況を勘案

し、ＥＦＦ取引を継続して行わせるこ

とが適当でないと認める場合 

（２） 第９条の規定により臨時に立会

を停止した場合 

（３） 前２号のほか、当社が必要と認

める場合 
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（２） 現物先物取引及び現金決済先物

取引において、現物取引の売買契約に

付随する変動価格と固定価格を交換す

る取引（以下「スワップ取引」とい

う。）の契約を締結した取引参加者又

は委託者等が、固定価格の売契約者の

当社における買付注文と、固定価格の

買契約者の当社における売付注文を、

同一価格において、同一限月、かつ、

同一数量につき、当該注文の売買約定

を成立させる取引（以下「ＥＦＳ取

引」という。） 

２ ＥＦＰ取引又はＥＦＳ取引（以下「Ｅ

ＦＰ取引等」という。）の事前申出、事

前承認等は、次のとおり行うものとす

る。 

（１） 取引参加者は、ＥＦＰ取引等を

行おうとするときは、ＥＦＰ取引及び

ＥＦＳ取引実施細則に定めるところに

より事前に当社に申し出て、その承認

を受けるものとする。 

（２） 前号の申出を行った取引参加者

は、当該申出の訂正又は取り消しを行

うことができない。 

（３） 当社は、第１号の申出につい

て、支障がないと認めるときは、これ

を承認するものとする。 

（４） 当社は、第１号の承認につい

て、遅滞なく当該申出を行った取引参

加者に対し、通知するものとする。 

３ 前項の事前承認を受けた取引参加者

は、ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引実施細則

に定めるところにより、取引参加者端末

に入力してＥＦＰ取引等に係る申出を行

うものとする。 

４ 前項の申出は、売付け又は買付けのい

ずれか一方の申出とこれと対当させるた

めに行われた申出とが合致したときに成

立するものとする。 

５ 当社は、第３項の申出が成立したとき

は、遅滞なく当該申出を行った取引参加

者に対し、通知するものとする。 

６ 取引参加者は、前項の規定による通知

を受けたときは、直ちにその内容を確認

するものとする。 

７ 当社は、売買システムの稼働に支障が

生じた場合その他の事由により、第５項

に規定する通知に遅延、欠落その他の不

備が生じていることを知った場合には、

当社がその都度定めるところにより、当

社において成立した取引の内容を改めて
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第３項の申出を行った取引参加者に通知

するものとする。 

  

（ＥＦＰ取引等の取引の停止） 

 

第３９条 当社は、次の各号の一に該当す

る場合には、ＥＦＰ取引等の全部又は一

部を停止することができる。 

（１） ＥＦＰ取引等の状況に異常があ

ると認める場合又はそのおそれがある

と認める場合その他市場の状況を勘案

し、ＥＦＰ取引等を継続して行わせる

ことが適当でないと認める場合 

（２） 第９条の規定により臨時に立会

を停止した場合 

（３） 前２号のほか、当社が必要と認

める場合 

（ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引による売

買） 

第３９条 取引参加者は、ＥＦＰ取引及び

ＥＦＳ取引実施細則に定めるところによ

り、次の各号の取引について事前に当社

に申し出て、次項第１号の承認を受けた

ものについては、第３項の申出を行うこ

とができる。 

（１） 現物先物取引及び現金決済先物

取引において、現物取引（ＥＦＰ取引

及びＥＦＳ取引実施細則に定める上場

商品構成品と交換可能な商品現物型Ｅ

ＴＦを含む。以下同じ。）の売買契約

を締結した取引参加者又は委託者等

が、現物取引の売契約者の当社におけ

る買付注文と、現物取引の買契約者の

当社における売付注文を、同一価格に

おいて、同一限月、かつ、同一数量に

つき、当該注文の売買約定を成立させ

る取引（以下「ＥＦＰ取引」とい

う。） 

（２） 現物先物取引及び現金決済先物

取引において、現物取引の売買契約に

付随する変動価格と固定価格を交換す

る取引（以下「スワップ取引」とい

う。）の契約を締結した取引参加者又

は委託者等が、固定価格の売契約者の

当社における買付注文と、固定価格の

買契約者の当社における売付注文を、

同一価格において、同一限月、かつ、

同一数量につき、当該注文の売買約定

を成立させる取引（以下「ＥＦＳ取

引」という。） 

２ ＥＦＰ取引又はＥＦＳ取引（以下「Ｅ

ＦＰ取引等」という。）の事前申出、事

前承認等は、次のとおり行うものとす

る。 

（１） 取引参加者は、ＥＦＰ取引等を

行おうとするときは、ＥＦＰ取引及び

ＥＦＳ取引実施細則に定めるところに

より事前に当社に申し出て、その承認

を受けるものとする。 

（２） 前号の申出を行った取引参加者

は、当該申出の訂正又は取り消しを行

うことができない。 

（３） 当社は、第１号の申出につい

て、支障がないと認めるときは、これ

を承認するものとする。 
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（４） 当社は、第１号の承認につい

て、遅滞なく当該申出を行った取引参

加者に対し、通知するものとする。 

３ 前項の事前承認を受けた取引参加者

は、ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引実施細則

に定めるところにより、取引参加者端末

に入力してＥＦＰ取引等に係る申出を行

うものとする。 

４ 前項の申出は、売付け又は買付けのい

ずれか一方の申出とこれと対当させるた

めに行われた申出とが合致したときに成

立するものとする。 

５ 当社は、第３項の申出が成立したとき

は、遅滞なく当該申出を行った取引参加

者に対し、通知するものとする。 

６ 取引参加者は、前項の規定による通知

を受けたときは、直ちにその内容を確認

するものとする。 

７ 当社は、売買システムの稼働に支障が

生じた場合その他の事由により、第５項

に規定する通知に遅延、欠落その他の不

備が生じていることを知った場合には、

当社がその都度定めるところにより、当

社において成立した取引の内容を改めて

第３項の申出を行った取引参加者に通知

するものとする。 

  

（ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引の一時中

断） 

第４０条 当社は、第１０条の規定に基づ

き、システム売買実施細則第１５条第１

項第３号に定めるところにより立会の一

時中断を行う場合、当該立会の一時中断

を行う間、当該立会の一時中断を行う上

場商品構成品（電力にあっては、第１４

条に規定する現金決済先物取引の対

象。）に係るＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引

を一時中断する。 

 

 

第４０条及び第４１条 削除 

  

 

第４１条及び第４２条 削除 

（ＥＦＰ取引等の取引の停止） 

第４２条 当社は、次の各号の一に該当す

る場合には、ＥＦＰ取引等の全部又は一

部を停止することができる。 

（１） ＥＦＰ取引等の状況に異常があ

ると認める場合又はそのおそれがある

と認める場合その他市場の状況を勘案

し、ＥＦＰ取引等を継続して行わせる

ことが適当でないと認める場合 

（２） 第９条の規定により臨時に立会

を停止した場合 
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（３） 前２号のほか、当社が必要と認

める場合 

  

（当月限建玉の決済方法） 

第７７条 第７５条に規定する最終決済日

における全ての建玉について、前条に規

定する最終決済価格をもって、決済を行

う。 

（当月限建玉の決済方法） 

第７７条 第７５条に規定する最終決済日

における全ての建玉について、前条に規

定する最終決済価格をもって、転売又は

買戻ししたものとみなし、売買約定を結

了するものとする。 

  

（総取引高等の通知及び公表） 

第９６条 当社は、毎営業日、当社の市場

における取引について、次に掲げる事項

につき、速やかに、取引参加者に対して

電子情報媒体を通じて通知し、公表する

ものとする。ただし、電子情報媒体の稼

働に支障が生じた場合その他当社が必要

と認めた場合は、書面により行う。 

（総取引高等の通知及び公表） 

第９６条 当社は、毎営業日、当社の市場

における取引について、次に掲げる事項

につき、速やかに、取引参加者に対して

電子情報媒体を通じて通知し、公表する

ものとする。ただし、電子情報媒体の稼

働に支障が生じた場合その他当社が必要

と認めた場合は、書面により行う。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 直前の計算区域の立会外取引等

（立会外取引、ＥＦＰ取引、ＥＦＳ取

引及びストップロス取引をいう。以下

この条において同じ。）により成立し

た取引の種類別、上場商品構成品別及

び限月別の総取引高 

（３） 直前の計算区域の立会外取引等

（立会外取引、ＥＦＰ取引、ＥＦＳ取

引、ＥＦＦ取引及びストップロス取引

をいう。以下この条において同じ。）

により成立した取引の種類別、上場商

品構成品別及び限月別の総取引高 

（４） （略） （４） （略） 

  

（取引資格の取得の申請） 

第１０８条 新たに当社の取引資格（当社

の市場において上場商品構成品の取引を

行うための当該上場商品構成品ごとの資

格をいう。以下同じ。）を取得しようと

する者は、取引参加者に関する施行細則

に定めるところにより申請書に所要の事

項を記載して、当社に提出しなければな

らない。 

（取引資格の取得の申請） 

第１０８条 新たに当社の取引資格を取得

しようとする者は、取引参加者に関する

施行細則に定めるところにより申請書に

所要の事項を記載して、当社に提出しな

ければならない。 

２ 前項の申請には、取引参加者に関する

施行細則に定めるところにより次に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

２ 前項の申請には、取引参加者に関する

施行細則に定めるところにより次に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

（１） 資格取得しようとする市場の上

場商品構成品につき、第１０４条に掲

げる要件を備える旨の誓約書及びこれ

を証する書面 

（１） 資格取得しようとする市場の上

場商品につき、第１０４条に掲げる要

件を備える旨の誓約書及びこれを証す

る書面 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

  

（取引資格の取得の審査及び承認） 

第１０９条 （略） 

（取引資格の取得の審査及び承認） 

第１０９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 当社は、第１項の規定に基づき、取引

資格取得を承認したときは、各取引参加

者にその旨を通知する。 

（新設） 
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（取引資格取得の日） 

第１１２条 （略） 

（取引資格取得の日） 

第１１２条 （略） 

２ 当社は、前項の規定により取引資格を

取得した取引参加者に取引参加者証を交

付するとともに、その者の氏名又は商号

及び法人取引参加者にあっては取引参加

者代表者の氏名を公表する。 

２ 当社は、前項の規定により取引資格を

付与したときは、取引資格を取得した取

引参加者に取引参加者証を交付するとと

もに、その者の氏名又は商号及び法人取

引参加者にあっては取引参加者代表者の

氏名を公表する。 

  

（取引資格の追加） 

第１１４条 取引参加者は、取引資格を追

加取得しようとするときは、取引参加者

に関する施行細則に定めるところによ

り、その旨を当社に届け出なければなら

ない。 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

（取引資格の追加） 

第１１４条 取引参加者は、当社の市場に

おいて取引する市場（エネルギー市場及

び中京石油市場にあっては、取引をしよ

うとする上場商品構成品の全部又は一部

を含む。）の取引資格を追加取得しよう

とするときは、取引参加者に関する施行

細則に定めるところにより申請書に所要

の事項を記載して、これに次に掲げる書

類を添付して、当社に提出しなければな

らない。 

（１） 追加しようとする市場の上場商

品につき、第 104 条に掲げる要件を備

える旨の誓約書及びこれを証する書面 

（２） その他当社が必要と認める書面 

２ 前項の場合において、取引参加者は、

追加しようとする市場の上場商品構成品

につき、第１０５条第２項各号に掲げる

取引参加者として届け出ようとするとき

は、取引参加者に関する施行細則に定め

るところにより、第１０４条第１号に掲

げる要件を備える旨の誓約書及びこれを

証する書面を当社に提出しなければなら

ない。 

２ 当社は、前項の規定による申請を受理

したときは、審査を行い、承認又は不承

認を決定する。 

３ 当社は、第１項の規定による届出を受

理したときは、各取引参加者にその旨を

通知する。 

３ 第１１０条及び第１１２条の規定は、

前２項の規定による取引資格の追加取得

について準用する。 

  

（取引資格の追加取得手続き） 

第１１４条の２ 取引参加者は、前条第１

項の届出（以下「取引資格の追加取得届

出」という。）が受理された日から３０

日以内（当社が特に必要と認めた場合

は、当社が指定する期間内）に、次に掲

げる手続きを履行しなければならない。 

 

（新設） 

（１） 取引資格取得料の納入（取引資

格を有しない市場の上場商品構成品に

係る取引資格を追加取得する場合に限

る。） 

 

（２） 信認金及び取引参加者保証金の

預託（信認金にあっては取引資格を有
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しない市場の上場商品構成品に係る取

引資格を追加取得する場合に限り、取

引参加者保証金にあっては預託額に不

足が発生する場合に限る。） 

（３） 取引参加者に関する施行細則に

定める取引資格の追加取得手続 

 

２ 取引資格の追加取得届出が、他の取引

参加者との合併又は他の取引参加者から

の相続、分割若しくは事業譲渡によるも

のである場合においては、前項の規定に

かかわらず、取引資格取得料の納入を要

しない。 

 

３ 取引資格を追加取得しようとする取引

参加者が第１項に定める手続きを期日ま

でに履行しないときは、その取引資格の

追加取得届出を取り下げたものとみな

す。 

 

４ 第１１１条の規定は、第１項第１号の

取引資格取得料について準用する。 

 

  

（取引資格追加取得の日） 

第１１４条の３ 取引参加者は、前条第１

項の規定による手続きを完了した日以降

の日で、当社が定める日に取引資格の追

加取得届出に係る取引資格を追加取得す

る。 

 

（新設） 

２ 当社は、前項の規定により取引資格を

追加取得した取引参加者に取引参加者証

を交付するとともに、その者の氏名又は

商号及び法人取引参加者にあっては取引

参加者代表者の氏名を公表する。 

 

  

（取引資格の喪失届出等の通知及び公

表） 

第１１７条 当社は、前条第２項の規定に

より届出を受理した場合、遅滞なく、そ

の者の氏名又は商号並びに喪失を予定す

る市場及び喪失予定日を各取引参加者に

通知し、公表する。 

（取引資格の喪失届出等の公表） 

 

第１１７条 当社は、前条第２項の規定に

より届出を受理した場合、遅滞なく、そ

の者の氏名又は商号並びに喪失を予定す

る市場及び喪失予定日を公表する。 

２ 当社は、前条第３項の規定による取引

資格の喪失届出の取り下げ、又は喪失予

定日の延長の届出を受理した場合、遅滞

なく、その旨を各取引参加者に通知し、

公表する。 

２ 当社は、前条第３項の規定による取引

資格の喪失届出の取り下げ、又は喪失予

定日の延長の届出を受理した場合、遅滞

なく、その旨を公表する。 

３ 当社は、取引参加者が取引資格の全部

又は一部を喪失したときは、遅滞なく、

その旨を公表する。 

（新設） 

  

（取引参加者の地位の承継） 

第１２７条 （略） 

（取引参加者の地位の承継） 

第１２７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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４ 取引参加者につき合併（受託取引参加

者にあっては、商品先物取引業者である

法人と商品先物取引業者でない法人が合

併して商品先物取引業者たる法人が存続

する場合を除き、法第２２５条第１項の

認可を受けた場合に限る。）及び全部又

は一部の分割（受託取引参加者にあって

は、商品先物取引業の全部又は一部を承

継させる場合であって、法第２２５条第

１項の認可を受けた場合に限る。）があ

ったときは、合併後存続する法人若しく

は合併により設立された法人又は分割に

より事業を承継した法人は、取引参加者

たる地位を承継する。この場合（同種の

取引参加者の区分及び取引参加者である

者が合併又は分割により事業を承継する

場合を除く。）においては、承継した法

人は、遅滞なく、第１０８条の規定に基

づく取引資格の取得申請、第１１４条第

１項の規定に基づく取引資格の追加取得

届出又は第１１５条第１項の規定に基づ

く取引参加者の種類の変更を行わなけれ

ばならない。 

４ 取引参加者につき合併（受託取引参加

者にあっては、商品先物取引業者である

法人と商品先物取引業者でない法人が合

併して商品先物取引業者たる法人が存続

する場合を除き、法第２２５条第１項の

認可を受けた場合に限る。）及び全部又

は一部の分割（受託取引参加者にあって

は、商品先物取引業の全部又は一部を承

継させる場合であって、法第２２５条第

１項の認可を受けた場合に限る。）があ

ったときは、合併後存続する法人若しく

は合併により設立された法人又は分割に

より事業を承継した法人は、取引参加者

たる地位を承継する。この場合（同種の

取引参加者の区分及び取引参加者である

者が合併又は分割により事業を承継する

場合を除く。）においては、承継した法

人は、遅滞なく、第１０８条又は第１１

４条第１項に基づき取引資格の取得申請

又は第１１５条第１項の規定に基づき取

引参加者の種類の変更を行わなければな

らない。 

５ 取引参加者が事業の全部又は一部を譲

渡したとき（受託取引参加者にあって

は、法第２２８条第１項の認可を受けた

場合に限る。）は、譲受した法人は、そ

の取引参加者の地位を承継する。この場

合（同種の取引参加者の区分及び取引参

加者である者が事業を譲受する場合を除

く。）において、承継した法人は、遅滞

なく、第１０８条の規定に基づく取引資

格の取得申請、第１１４条第１項の規定

に基づく取引資格の追加取得届出又は第

１１５条第１項の規定に基づく取引参加

者の種類の変更を行わなければならな

い。 

５ 取引参加者が事業の全部又は一部を譲

渡したとき（受託取引参加者にあって

は、法第２２８条第１項の認可を受けた

場合に限る。）は、譲受した法人は、そ

の取引参加者の地位を承継する。この場

合（同種の取引参加者の区分及び取引参

加者である者が事業を譲受する場合を除

く。）において、承継した法人は、遅滞

なく、第１０８条又は第１１４条第１項

に基づき取引資格の取得申請又は第１１

５条第１項の規定に基づき取引参加者の

種類の変更を行わなければならない。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日又

は商品先物取引法（昭和２５年法律第２３

９号）第１５６条第１項の認可を受けた日

のいずれか遅い日から施行する。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（受託契約準則への準拠及び遵守） 

第１条 株式会社東京商品取引所（以下

「当社」という。）の開設する商品市場

における取引（商品先物取引法（昭和２

５年法律第２３９号。以下「法」とい

う。）第２条第１０項の商品市場におけ

る取引をいう。以下同じ。）の委託を受

けること（以下「受託」という。）及び

商品市場における取引の委託の取次ぎを

受けることに関する契約は、この受託契

約準則（以下「準則」という。）の定め

るところによる。 

（受託契約準則への準拠及び遵守） 

第１条 株式会社東京商品取引所（以下

「本所」という。）の開設する商品市場

における取引（商品先物取引法（昭和２

５年法律第２３９号。以下「法」とい

う。）第２条第１０項の商品市場におけ

る取引をいう。以下同じ。）の委託を受

けること（以下「受託」という。）及び

商品市場における取引の委託の取次ぎを

受けることに関する契約は、この受託契

約準則（以下「準則」という。）の定め

るところによる。 

２ 委託者及び法第１９０条第１項に基づ

き主務大臣の許可を受けて商品市場にお

ける取引の委託を受ける当社の取引参加

者（以下「受託取引参加者」という。）

又は法第１９０条第１項に基づき主務大

臣の許可を受けて商品市場における取引

の委託の取次ぎを受ける者（以下「取次

者」という。）は、この準則を遵守し、

これに従って商品市場における取引の委

託を処理するものとする。また、当該取

次者及び当該取次者に商品市場における

取引の委託の取次ぎを委託した者（以下

「取次委託者」という。）は、受託取引

参加者と委託者の関係に準じてこの準則

を遵守し、これに従って商品市場におけ

る取引の委託の取次ぎを処理するものと

する。 

２ 委託者及び法第１９０条第１項に基づ

き主務大臣の許可を受けて商品市場にお

ける取引の委託を受ける本所の取引参加

者（以下「受託取引参加者」という。）

又は法第１９０条第１項に基づき主務大

臣の許可を受けて商品市場における取引

の委託の取次ぎを受ける者（以下「取次

者」という。）は、この準則を遵守し、

これに従って商品市場における取引の委

託を処理するものとする。また、当該取

次者及び当該取次者に商品市場における

取引の委託の取次ぎを委託した者（以下

「取次委託者」という。）は、受託取引

参加者と委託者の関係に準じてこの準則

を遵守し、これに従って商品市場におけ

る取引の委託の取次ぎを処理するものと

する。 

３ 当社の開設する商品市場における取引

に基づく債務の清算については、商品取

引債務引受業を営むことについて法第１

６７条に基づき主務大臣の許可を受けた

商品取引清算機関である株式会社日本証

券クリアリング機構（以下「クリアリン

グ機構」という。）と、法第１７４条第

１項に基づきクリアリング機構の行う商

品取引債務引受業の相手方となる資格を

与えられた清算参加者との間で処理する

ものとする。なお、非清算参加者である

受託取引参加者の当社の開設する商品市

場における取引に基づく債務の清算につ

いては、クリアリング機構と、当該受託

取引参加者が代理人として指定した清算

参加者との間で当該清算取引を成立させ

処理するものとする。 

３ 本所の開設する商品市場における取引

に基づく債務の清算については、商品取

引債務引受業を営むことについて法第１

６７条に基づき主務大臣の許可を受けた

商品取引清算機関である株式会社日本証

券クリアリング機構（以下「クリアリン

グ機構」という。）と、法第１７４条第

１項に基づきクリアリング機構の行う商

品取引債務引受業の相手方となる資格を

与えられた清算参加者との間で処理する

ものとする。なお、非清算参加者である

受託取引参加者の本所の開設する商品市

場における取引に基づく債務の清算につ

いては、クリアリング機構と、当該受託

取引参加者が代理人として指定した清算

参加者との間で当該清算取引を成立させ

処理するものとする。 
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（立会再開時等における委託注文の効

力） 

第６条の４ 委託注文は、第６条第１項第

８号に規定する委託者が指示した当該委

託注文の有効期限までの間においては、

当社が臨時に立会の停止を行った場合、

ＥＦＰ取引若しくはＥＦＳ取引又は立会

外取引の停止を行った場合又は当該委託

注文に係る売買注文の効力を失わせた場

合においても、その効力を有する。ただ

し、当該場合に委託注文を失効させる旨

の受託取引参加者と委託者との間の取決

め又は委託者からの指示があるときは、

この限りでない。 

（立会再開時等における委託注文の効

力） 

第６条の４ 委託注文は、第６条第１項第

８号に規定する委託者が指示した当該委

託注文の有効期限までの間においては、

本所が臨時に立会の停止を行った場合、

ＥＦＰ取引若しくはＥＦＳ取引、ＥＦＦ

取引若しくは立会外取引の停止を行った

場合又は当該委託注文に係る売買注文の

効力を失わせた場合においても、その効

力を有する。ただし、当該場合に委託注

文を失効させる旨の受託取引参加者と委

託者との間の取決め又は委託者からの指

示があるときは、この限りでない。 

  

（当社が委託注文に係る売買注文の効力

を失わせた場合における委託注文の取扱

い） 

第６条の５ 受託取引参加者は、当社が委

託注文に係る売買注文の効力を失わせた

場合には、当該委託注文について改めて

発注するものとする。ただし、これと異

なる当該受託取引参加者と委託者との取

決め若しくは委託者からの指示があると

き又は委託注文が失効しているときは、

この限りでない。 

（本所が委託注文に係る売買注文の効力

を失わせた場合における委託注文の取扱

い） 

第６条の５ 受託取引参加者は、本所が委

託注文に係る売買注文の効力を失わせた

場合には、当該委託注文について改めて

発注するものとする。ただし、これと異

なる当該受託取引参加者と委託者との取

決め若しくは委託者からの指示があると

き又は委託注文が失効しているときは、

この限りでない。 

  

（当社における取引内容の通知） 

第６条の６ 委託者は、当社において成立

した取引の内容が業務規程第２４条第１

項、第３５条第５項又は第３８条第５項

の規定により当社から受託取引参加者に

対して通知されること及び当該通知に遅

延、欠落その他の不備があった場合には

同第２４条第４項、第３５条第７項又は

第３８条第７項の規定により当社から受

託取引参加者に対して改めて通知される

ことを理解したうえで、受託取引参加者

に対して取引を委託するものとする。 

（本所における取引内容の通知） 

第６条の６ 委託者は、本所において成立

した取引の内容が業務規程第２４条第１

項、第３５条第５項、第３７条第５項又

は第３９条第５項の規定により本所から

受託取引参加者に対して通知されること

及び当該通知に遅延、欠落その他の不備

があった場合には同第２４条第４項、第

３５条第７項、第３７条第７項又は第３

９条第７項の規定により本所から受託取

引参加者に対して改めて通知されること

を理解したうえで、受託取引参加者に対

して取引を委託するものとする。 

  

（代理人） 

第８条 （略） 

（代理人） 

第８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、クリアリ

ング機構の業務方法書に基づき、受託取

引参加者（当該受託取引参加者が非清算

参加者である場合には、当該受託取引参

加者及び指定清算参加者を含む。以下こ

の項において同じ。）が委託を受けた建

玉（当社の商品市場における取引に係る

３ 前２項の規定にかかわらず、クリアリ

ング機構の業務方法書に基づき、受託取

引参加者（当該受託取引参加者が非清算

参加者である場合には、当該受託取引参

加者及び指定清算参加者を含む。以下こ

の項において同じ。）が委託を受けた建

玉（本所の商品市場における取引に係る
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決済が未了である売買約定をいう。以下

同じ。）の全部又は一部について、決済

不履行の場合における措置が行われた場

合は、当該受託取引参加者の代理権は消

滅するものとする。 

決済が未了である売買約定をいう。以下

同じ。）の全部又は一部について、決済

不履行の場合における措置が行われた場

合は、当該受託取引参加者の代理権は消

滅するものとする。 

  

（ガソリン及び灯油の受渡しによる決

済） 

第１６条 （略） 

（ガソリン及び灯油の受渡しによる決

済） 

第１６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 受託取引参加者は、委託者が受渡しを

履行しないときは、当社の商品市場にお

ける受渡しにより取得した出荷依頼書等

及び受渡代金を当該委託者の計算におい

て処分することができる。 

５ 受託取引参加者は、委託者が受渡しを

履行しないときは、本所の商品市場にお

ける受渡しにより取得した出荷依頼書等

及び受渡代金を当該委託者の計算におい

て処分することができる。 

６ 受託取引参加者は、委託を受けた取引

で受渡しにより決済（受渡しの一部が終

了した場合を含む。）するものについて

以下のとおり行うものとする。 

６ 受託取引参加者は、委託を受けた取引

で受渡しにより決済（受渡しの一部が終

了した場合を含む。）するものについて

以下のとおり行うものとする。 

（１） 買方である委託者に対しては、

受渡日の前営業日までに当社の商品市

場における受渡しにおいて受領した出

荷依頼書等を交付しなければならな

い。 

（１） 買方である委託者に対しては、

受渡日の前営業日までに本所の商品市

場における受渡しにおいて受領した出

荷依頼書等を交付しなければならな

い。 

（２） 当社の商品市場における受渡し

においてそれぞれ相違する複数枚数の

受渡品の割当てを受けた場合、買方で

ある委託者が２人以上いるときは抽せ

んその他の方法により受渡品を公平に

配分しなければならない。 

（２） 本所の商品市場における受渡し

においてそれぞれ相違する複数枚数の

受渡品の割当てを受けた場合、買方で

ある委託者が２人以上いるときは抽せ

んその他の方法により受渡品を公平に

配分しなければならない。 

（３） 売方である委託者に対しては、

当社の商品市場における受渡しにおい

て受領した受渡代金及び受渡代金に係

る消費税に相当する金額（以下本条に

おいて「受渡代金等」という。）につ

いて、遅滞なく交付しなければならな

い。 

（３） 売方である委託者に対しては、

本所の商品市場における受渡しにおい

て受領した受渡代金及び受渡代金に係

る消費税に相当する金額（以下本条に

おいて「受渡代金等」という。）につ

いて、遅滞なく交付しなければならな

い。 

７ 受渡数量と受渡品の量目との間に当社

が定める範囲内で過不足が生じた場合、

受託取引参加者は当該増量分若しくは当

該減量分に係る受渡代金等の受払いを以

下のとおり行うものとする。 

７ 受渡数量と受渡品の量目との間に本所

が定める範囲内で過不足が生じた場合、

受託取引参加者は当該増量分若しくは当

該減量分に係る受渡代金等の受払いを以

下のとおり行うものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 受渡品の量目が減量した場合 （２） 受渡品の量目が減量した場合 

ア 買方である委託者に対して、当社

の商品市場における受渡しにおいて

受領した当該減量分に係る受渡代金

等を受領した後、遅滞なく交付する

ものとする。 

ア 買方である委託者に対して、本所

の商品市場における受渡しにおいて

受領した当該減量分に係る受渡代金

等を受領した後、遅滞なく交付する

ものとする。 

イ （略） イ （略） 
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８ 前各項に規定する場合のほか、受渡し

に関する必要な事項については、当社の

業務規程及びクリアリング機構の業務方

法書を準用する。 

８ 前各項に規定する場合のほか、受渡し

に関する必要な事項については、本所の

業務規程及びクリアリング機構の業務方

法書を準用する。 

  

（軽油の受渡しによる決済） 

第１６条の２ （略） 

（軽油の受渡しによる決済） 

第１６条の２ （略） 

２ 軽油の取引を受渡しにより決済を行う

ことができる委託者は、当社が業務規程

第７４条に基づく軽油の受渡しに関する

通知を行うことについて承諾する旨の書

面を差し入れている者（取引参加者であ

る委託者を除く。）であって、売方につ

いては第１号に掲げる者（業務規程に基

づく申告受渡を行う場合に限り、第２号

に掲げるものを含む。）、買方について

は次の各号のいずれかに該当する者とす

る。ただし、取次委託者を除く。 

２ 軽油の取引を受渡しにより決済を行う

ことができる委託者は、本所が業務規程

第７４条に基づく軽油の受渡しに関する

通知を行うことについて承諾する旨の書

面を差し入れている者（取引参加者であ

る委託者を除く。）であって、売方につ

いては第１号に掲げる者（業務規程に基

づく申告受渡を行う場合に限り、第２号

に掲げるものを含む。）、買方について

は次の各号のいずれかに該当する者とす

る。ただし、取次委託者を除く。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 軽油現受渡業者（特約業者（地

方税法第１４４条第１項第３号に規定

する特約業者であり、かつ、登録特別

徴収義務者である者）であって、当社

が定める「軽油現受渡業者の登録に係

る実施要領」に基づき当社に登録した

者をいう。以下同じ。） 

（２） 軽油現受渡業者（特約業者（地

方税法第１４４条第１項第３号に規定

する特約業者であり、かつ、登録特別

徴収義務者である者）であって、本所

が定める「軽油現受渡業者の登録に係

る実施要領」に基づき本所に登録した

者をいう。以下同じ。） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

３ 前項各号に規定する者が受渡しできる

枚数は、当社がエネルギー受渡細則に定

める軽油の受渡しに係る上限数量を超え

ることができない。 

３ 前項各号に規定する者が受渡しできる

枚数は、本所がエネルギー受渡細則に定

める軽油の受渡しに係る上限数量を超え

ることができない。 

４～１０ （略） ４～１０ （略） 

  

（差し入れ又は預託を受けた金銭等によ

る債務の弁済） 

第１８条 受託取引参加者が、委託者から

差し入れ又は預託を受けた預り証拠金そ

の他の受託取引参加者が委託者から差し

入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証

券等その他の物は、委託によって生ずる

当該委託者の当社及び他の商品取引所に

おける取引に係る債務に対し共通の担保

とする。 

（差し入れ又は預託を受けた金銭等によ

る債務の弁済） 

第１８条 受託取引参加者が、委託者から

差し入れ又は預託を受けた預り証拠金そ

の他の受託取引参加者が委託者から差し

入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証

券等その他の物は、委託によって生ずる

当該委託者の本所及び他の商品取引所に

おける取引に係る債務に対し共通の担保

とする。 

２ 受託取引参加者は、委託者から委託を

受けて行う当社及び他の商品取引所にお

ける取引に係る委託者の債務につき、委

託者からその弁済を受けるまでは、第１

２条の規定にかかわらず、前項の金銭、

充用有価証券等その他の物を担保として

留保する。 

２ 受託取引参加者は、委託者から委託を

受けて行う本所及び他の商品取引所にお

ける取引に係る委託者の債務につき、委

託者からその弁済を受けるまでは、第１

２条の規定にかかわらず、前項の金銭、

充用有価証券等その他の物を担保として

留保する。 

３～７ （略） ３～７ （略） 
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（取引不成立の通知） 

第２０条 （略） 

（取引不成立の通知） 

第２０条 （略） 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項

の場合について準用する。ただし、その

不成立の原因が上場商品の価格が形成さ

れない場合及び当社の業務規程に定める

ところによる取引の制限によるものであ

るときは、当該委託者は、これに対し異

議を申し立てることができない。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項

の場合について準用する。ただし、その

不成立の原因が上場商品の価格が形成さ

れない場合及び本所の業務規程に定める

ところによる取引の制限によるものであ

るときは、当該委託者は、これに対し異

議を申し立てることができない。 

３ （略） ３ （略） 

  

（臨機の場合の措置等） 

第２４条 受託取引参加者は、委託を受け

た取引が次の各号に掲げる場合に該当し

たとき又は臨機の措置が講ぜられ、転売

又は買戻しにより処分するときは、当該

委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知

しなければならない。この場合におい

て、当該委託者は、これに対し異議を申

し立てることができない。 

（臨機の場合の措置等） 

第２４条 受託取引参加者は、委託を受け

た取引が次の各号に掲げる場合に該当し

たとき又は臨機の措置が講ぜられ、転売

又は買戻しにより処分するときは、当該

委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知

しなければならない。この場合におい

て、当該委託者は、これに対し異議を申

し立てることができない。 

（１） 関係法令又は当社の業務規程に

基づき、売買立会の臨時停止若しくは

臨時開始又は取引参加者の建玉数その

他の制限等により取引若しくはその受

託の数量が制限され、又はこれらにつ

き特別の規制が行われた場合 

（１） 関係法令又は本所の業務規程に

基づき、売買立会の臨時停止若しくは

臨時開始又は取引参加者の建玉数その

他の制限等により取引若しくはその受

託の数量が制限され、又はこれらにつ

き特別の規制が行われた場合 

（２） 当社の業務規程に基づき、委託

を受けた建玉の全部又は一部につい

て、解け合い等の臨機の措置が講ぜら

れた場合 

（２） 本所の業務規程に基づき、委託

を受けた建玉の全部又は一部につい

て、解け合い等の臨機の措置が講ぜら

れた場合 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 当社の業務規程に基づき、委託

を受けた建玉の全部について、取引の

決済の結了が行われた場合 

（５） 本所の業務規程に基づき、委託

を受けた建玉の全部について、取引の

決済の結了が行われた場合 

（６） 当社の業務規程に基づき、委託

を受けた売買約定の全部又は一部につ

いて取消しが行われた場合 

（６） 本所の業務規程に基づき、委託

を受けた売買約定の全部又は一部につ

いて取消しが行われた場合 

（７） 当社の業務規程に基づき、委託

を受けた売買注文のうち当社が既に受

け付けているものについて、効力を失

わせる措置が講ぜられた場合 

（７） 本所の業務規程に基づき、委託

を受けた売買注文のうち本所が既に受

け付けているものについて、効力を失

わせる措置が講ぜられた場合 

（８） 当社の業務規程に基づき、委託

を受けた取引について、当社が市場管

理上必要であると認める措置が講ぜら

れた場合 

（８） 本所の業務規程に基づき、委託

を受けた取引について、本所が市場管

理上必要であると認める措置が講ぜら

れた場合 

  

（市場等の廃止又は休止における措置

等） 

第２４条の３ 受託取引参加者は、委託を

受けた取引について当社が上場商品の廃

（市場等の廃止又は休止における措置

等） 

第２４条の３ 受託取引参加者は、委託を

受けた取引について本所が上場商品の廃
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止若しくは休止を行うこと、取引の種類

の廃止若しくは変更を行うこと又は取引

の期限の変更を行うこととなり、当社が

定めた廃止する日、休止する日又は変更

する日の日中立会終了時における全建玉

（これらの日が当月限納会日にあたる場

合の当月限に係る建玉を除く。）につい

て、最終約定値段によって取引の決済の

結了が行われることとなったときは、当

該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通

知しなければならない。この場合におい

て、当該委託者は、これに対し異議を申

し立てることができない。 

止若しくは休止を行うこと、取引の種類

の廃止若しくは変更を行うこと又は取引

の期限の変更を行うこととなり、本所が

定めた廃止する日、休止する日又は変更

する日の日中立会終了時における全建玉

（これらの日が当月限納会日にあたる場

合の当月限に係る建玉を除く。）につい

て、最終約定値段によって取引の決済の

結了が行われることとなったときは、当

該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通

知しなければならない。この場合におい

て、当該委託者は、これに対し異議を申

し立てることができない。 

  

（一任売買等の禁止） 

第２５条 受託取引参加者は、商品市場に

おける取引につき、次に掲げる行為をし

てはならない。 

（一任売買等の禁止） 

第２５条 受託取引参加者は、商品市場に

おける取引につき、次に掲げる行為をし

てはならない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 顧客の指示を受けないで、顧客

の計算によるべきものとして取引する

行為（第１４条第１項、第１５条第３

項若しくは第４項、第１６条第４項、

第１６条の２第４項、第２４条、第２

４条の２、第２４条の３、前条第２

項、次条第１項から第３項まで、第３

７条の２、第４７条第２項又は第５６

条第３号の規定により処分する場合を

除く。） 

（２） 顧客の指示を受けないで、顧客

の計算によるべきものとして取引する

行為（第１４条第１項、第１５条第３

項若しくは第４項、第１６条第４項、

第１６条の２第４項、第２４条、第２

４条の２、第２４条の３、前条第２

項、次条第１項から第３項まで、第３

７条の２、第４９条第４項、第４７条

第２項又は第５６条第３号の規定によ

り処分する場合を除く。） 

（３） （略） （３） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（取引の制限等） 

第２６条 受託取引参加者が委託を受けた

取引について、名義の如何にかかわら

ず、委託者（取次者（この条において外

国商品先物取引業者を含む。）並びに取

次者に取引の委託の取次ぎを委託し、若

しくは依頼し、又は取引の委託の取次ぎ

の委託の取次ぎを依頼した者を含む。以

下この条において「委託者等」とい

う。）の建玉（２以上の受託取引参加者

又は取次者へ委託し、委託の取次ぎを委

託し、若しくは依頼し、又は委託の取次

ぎの委託の取次ぎを依頼した場合はその

合計）が当社の定める建玉の限度を超え

若しくは超えることとなった場合又は超

えていると当社が認めた場合には、当社

の業務規程に基づく当社の指示により、

受託取引参加者は、当該限度を超える建

（取引の制限等） 

第２６条 受託取引参加者が委託を受けた

取引について、名義の如何にかかわら

ず、委託者（取次者（この条において外

国商品先物取引業者を含む。）並びに取

次者に取引の委託の取次ぎを委託し、若

しくは依頼し、又は取引の委託の取次ぎ

の委託の取次ぎを依頼した者を含む。以

下この条において「委託者等」とい

う。）の建玉（２以上の受託取引参加者

又は取次者へ委託し、委託の取次ぎを委

託し、若しくは依頼し、又は委託の取次

ぎの委託の取次ぎを依頼した場合はその

合計）が本所の定める建玉の限度を超え

若しくは超えることとなった場合又は超

えていると本所が認めた場合には、本所

の業務規程に基づく本所の指示により、

受託取引参加者は、当該限度を超える建
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玉を当該委託者等の計算において転売又

は買戻しにより処分するものとする。 

玉を当該委託者等の計算において転売又

は買戻しにより処分するものとする。 

２ 受託取引参加者が委託を受けた取引に

ついて、当該取引が当社の商品市場又は

当社以外の商品取引所に係る商品市場に

おいて単独で又は他人と共同して行う買

占め、売崩し等公正な価格形成又は取引

の円滑な決済を妨げ若しくは妨げるおそ

れがあると当社が認めた場合には、受託

取引参加者は、当社の業務規程に基づく

当社の指示により、当該委託者等に係る

新規取引の受託を制限し、又は当該委託

を受けた取引の全部若しくは一部を当該

委託者等の計算において転売若しくは買

戻しにより処分するものとする。 

２ 受託取引参加者が委託を受けた取引に

ついて、当該取引が本所の商品市場又は

本所以外の商品取引所に係る商品市場に

おいて単独で又は他人と共同して行う買

占め、売崩し等公正な価格形成又は取引

の円滑な決済を妨げ若しくは妨げるおそ

れがあると本所が認めた場合には、受託

取引参加者は、本所の業務規程に基づく

本所の指示により、当該委託者等に係る

新規取引の受託を制限し、又は当該委託

を受けた取引の全部若しくは一部を当該

委託者等の計算において転売若しくは買

戻しにより処分するものとする。 

３ 受託取引参加者が委託を受けた取引に

ついて、当社が公正な取引を確保するた

めに当社の業務規程に基づき当該取引の

委託者等に対して説明を求め又は資料の

提出を求めたときにおいて、当該委託者

等がこれを拒んだ場合には、受託取引参

加者は、当社の業務規程に基づく当社の

指示により、当該委託者等に係る新規取

引の受託を制限し、又は当該委託を受け

た取引の全部若しくは一部を当該委託者

等の計算において転売若しくは買戻しに

より処分するものとする。 

３ 受託取引参加者が委託を受けた取引に

ついて、本所が公正な取引を確保するた

めに本所の業務規程に基づき当該取引の

委託者等に対して説明を求め又は資料の

提出を求めたときにおいて、当該委託者

等がこれを拒んだ場合には、受託取引参

加者は、本所の業務規程に基づく本所の

指示により、当該委託者等に係る新規取

引の受託を制限し、又は当該委託を受け

た取引の全部若しくは一部を当該委託者

等の計算において転売若しくは買戻しに

より処分するものとする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

  

（建玉の移管） 

第２７条 （略） 

（建玉の移管） 

第２７条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 受託取引参加者又は取次者は、次の各

号に該当した場合は、クリアリング機構

の業務方法書に基づき当該受託取引参加

者の委託に係る建玉を取次者の取次ぎに

係る建玉として他の受託取引参加者へ、

当該取次者の取次ぎに係る建玉を委託に

係る建玉として当該受託取引参加者とな

る者へ、又は当社が必要と認める場合に

は当該建玉をその認めた者へ移管するこ

とができる。 

５ 受託取引参加者又は取次者は、次の各

号に該当した場合は、クリアリング機構

の業務方法書に基づき当該受託取引参加

者の委託に係る建玉を取次者の取次ぎに

係る建玉として他の受託取引参加者へ、

当該取次者の取次ぎに係る建玉を委託に

係る建玉として当該受託取引参加者とな

る者へ、又は本所が必要と認める場合に

は当該建玉をその認めた者へ移管するこ

とができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

６ 前項第１号の規定に基づき建玉の移管

が行われたときは、クリアリング機構に

預託していた当該委託者の取引証拠金

（直接預託に限る。）は、当該取次者及

び移管先の受託取引参加者を代理人とし

て、前項第２号の規定に基づき建玉の移

管が行われたときは、クリアリング機構

に預託していた当該取次委託者の取引証

６ 前項第１号の規定に基づき建玉の移管

が行われたときは、クリアリング機構に

預託していた当該委託者の取引証拠金

（直接預託に限る。）は、当該取次者及

び移管先の受託取引参加者を代理人とし

て、前項第２号の規定に基づき建玉の移

管が行われたときは、クリアリング機構

に預託していた当該取次委託者の取引証
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拠金（直接預託に限る。）は、当該受託

取引参加者となった者を代理人として、

その他当社が必要と認める場合にはその

認めた者を代理人としてクリアリング機

構に預託したものとしてみなす。 

拠金（直接預託に限る。）は、当該受託

取引参加者となった者を代理人として、

その他本所が必要と認める場合にはその

認めた者を代理人としてクリアリング機

構に預託したものとしてみなす。 

７ 本条の規定により建玉の移管が行われ

たときは、当該委託者又は当該取次委託

者は、この準則その他当社又はクリアリ

ング機構の定める規定等に基づき行われ

る取扱いについて、当該移管先の受託取

引参加者、当社又はクリアリング機構に

対して異議を申し立てることができな

い。 

７ 本条の規定により建玉の移管が行われ

たときは、当該委託者又は当該取次委託

者は、この準則その他本所又はクリアリ

ング機構の定める規定等に基づき行われ

る取扱いについて、当該移管先の受託取

引参加者、本所又はクリアリング機構に

対して異議を申し立てることができな

い。 

８ （略） ８ （略） 

  

（委託者の建玉の移管に係る特例） 

第２７条の２ （略） 

（委託者の建玉の移管に係る特例） 

第２７条の２ （略） 

２ 受託取引参加者は、前項の処理を行う

場合には、あらかじめ他の受託取引参加

者（当該受託取引参加者が非清算参加者

である場合には、当該受託取引参加者及

び指定清算参加者）の承諾を受けたうえ

で、当社の承認を得るものとする。 

２ 受託取引参加者は、前項の処理を行う

場合には、あらかじめ他の受託取引参加

者（当該受託取引参加者が非清算参加者

である場合には、当該受託取引参加者及

び指定清算参加者）の承諾を受けたうえ

で、本所の承認を得るものとする。 

  

（違約時の建玉の移管に係る委託者の手

続き） 

第２７条の４ 委託者（業務規程第 90 条の

５第１項各号に掲げる委託者を除く。以

下この条及び次条において同じ。）は、

前条第１項に規定する通知を受けた場合

において、違約時の建玉移管を希望する

ときは、当社が指定した他の受託取引参

加者のうち一の者に違約時の建玉の移管

について申し込み、当社が定める日時ま

でにその承諾を受けなければならない。 

（違約時の建玉の移管に係る委託者の手

続き） 

第２７条の４ 委託者（業務規程第 90 条の

５第１項各号に掲げる委託者を除く。以

下この条及び次条において同じ。）は、

前条第１項に規定する通知を受けた場合

において、違約時の建玉移管を希望する

ときは、当社が指定した他の受託取引参

加者のうち一の者に違約時の建玉の移管

について申し込み、本所が定める日時ま

でにその承諾を受けなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（違約時の反対売買に係る委託者の手続

き） 

第２７条の５ 委託者は、第２７条の３第

１項に規定する通知を受けた場合におい

て、建玉の転売又は買戻しを希望すると

きは、当社が定める日時までに、違約者

にその旨を指示するものとする。 

（違約時の反対売買に係る委託者の手続

き） 

第２７条の５ 委託者は、第２７条の３第

１項に規定する通知を受けた場合におい

て、建玉の転売又は買戻しを希望すると

きは、本所が定める日時までに、違約者

にその旨を指示するものとする。 

  

（苦情及び仲介の申出） 

第３３条 （略） 

（苦情及び仲介の申出） 

第３３条 （略） 

２ 委託者は、受託取引参加者が行う商品

市場における取引の受託に関して、前項

の商品先物取引協会が取り扱う紛争以外

の紛争の処理について、当社の紛争処理

２ 委託者は、受託取引参加者が行う商品

市場における取引の受託に関して、前項

の商品先物取引協会が取り扱う紛争以外

の紛争の処理について、本所の紛争処理
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規程の定めにより、当社にその仲介を申

し出ることができる。 

規程の定めにより、本所にその仲介を申

し出ることができる。 

３ （略） ３ （略） 

  

（取次者に対する市場管理に係る通知

等） 

第３５条 受託取引参加者は、当社からの

市場管理に係る通知又は指示を受けたと

きは、速やかにその取次者に通知しなけ

ればならない。 

（取次者に対する市場管理に係る通知

等） 

第３５条 受託取引参加者は、本所からの

市場管理に係る通知又は指示を受けたと

きは、速やかにその取次者に通知しなけ

ればならない。 

  

（取次者の遵守事項等） 

第３７条 （略） 

（取次者の遵守事項等） 

第３７条 （略） 

２ 取次者は、商品市場における取引の委

託の取次ぎを処理するに際して、次に掲

げる事項を遵守するものとする。 

２ 取次者は、商品市場における取引の委

託の取次ぎを処理するに際して、次に掲

げる事項を遵守するものとする。 

（１） 取次者は、取次委託者に対して

当社諸規則等の遵守を義務づけること

とし、当社から要請があるときは、商

品市場における取引の委託の取次ぎに

係る業務に関し必要な資料（業務規程

第１４６条に規定する帳簿、書類又は

その他の資料）を提出し、かつ、その

説明を行い又は当社が当該取次者の事

務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書

類その他業務に関係のある物件の監査

を行うことに応じること 

（１） 取次者は、取次委託者に対して

本所諸規則等の遵守を義務づけること

とし、本所から要請があるときは、商

品市場における取引の委託の取次ぎに

係る業務に関し必要な資料（業務規程

第１４６条に規定する帳簿、書類又は

その他の資料）を提出し、かつ、その

説明を行い又は本所が当該取次者の事

務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書

類その他業務に関係のある物件の監査

を行うことに応じること 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

３～８ （略） ３～８ （略） 

９ 第６項の規定により建玉の移管が行わ

れたときは、当該取次委託者は、この準

則その他当社又はクリアリング機構の定

める規定等に基づき行われる取扱いにつ

いて、当該移管先受託取引参加者等、当

社又はクリアリング機構に対して異議を

申し立てることができない。 

９ 第６項の規定により建玉の移管が行わ

れたときは、当該取次委託者は、この準

則その他本所又はクリアリング機構の定

める規定等に基づき行われる取扱いにつ

いて、当該移管先受託取引参加者等、本

所又はクリアリング機構に対して異議を

申し立てることができない。 

  

（準則の解釈） 

第３９条 この準則の解釈について疑義が

生じたときは、当社がその解釈を決定す

る。 

（準則の解釈） 

第３９条 この準則の解釈について疑義が

生じたときは、本所がその解釈を決定す

る。 

  

（ギブアップの要件等） 

第４１条 委託者は、ギブアップに係る取

引の委託をしようとするときは、当社が

別に定める要件を満たした場合につき、

付替先受託取引参加者の承諾（「テイク

アップ申出」という。以下同じ。）があ

ることを条件にこれを行うことができる

ものとする。 

（ギブアップの要件等） 

第４１条 委託者は、ギブアップに係る取

引の委託をしようとするときは、本所が

別に定める要件を満たした場合につき、

付替先受託取引参加者の承諾（「テイク

アップ申出」という。以下同じ。）があ

ることを条件にこれを行うことができる

ものとする。 

２ （略） ２ （略） 
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３ 委託者が付替元受託取引参加者に委託

して成立したギブアップに係る売買約定

が、当社が付替先受託取引参加者からテ

イクアップ申出を受けたことにより消滅

した場合には、当該売買約定についての

委託者と付替元受託取引参加者との間の

委託が終了し、同時にあらたに発生した

売買約定についての委託者と付替先受託

取引参加者との間の委託があらたに成立

するものとする。 

３ 委託者が付替元受託取引参加者に委託

して成立したギブアップに係る売買約定

が、本所が付替先受託取引参加者からテ

イクアップ申出を受けたことにより消滅

した場合には、当該売買約定についての

委託者と付替元受託取引参加者との間の

委託が終了し、同時にあらたに発生した

売買約定についての委託者と付替先受託

取引参加者との間の委託があらたに成立

するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

  

（取引参加者の自己の計算によるギブア

ップの要件等） 

第４２条 （略） 

（取引参加者の自己の計算によるギブア

ップの要件等） 

第４２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 付替元取引参加者の自己の計算により

成立した売買約定が、当社が付替先受託

取引参加者からテイクアップ申出を受け

たことにより消滅した場合には、あらた

に発生した売買約定についての付替元取

引参加者と付替先受託取引参加者との間

の委託があらたに成立するものとする。

この場合において、当該ギブアップによ

り発生した売買約定については、付替元

取引参加者が付替先受託取引参加者に委

託して成立した売買約定とみなす。 

３ 付替元取引参加者の自己の計算により

成立した売買約定が、本所が付替先受託

取引参加者からテイクアップ申出を受け

たことにより消滅した場合には、あらた

に発生した売買約定についての付替元取

引参加者と付替先受託取引参加者との間

の委託があらたに成立するものとする。

この場合において、当該ギブアップによ

り発生した売買約定については、付替元

取引参加者が付替先受託取引参加者に委

託して成立した売買約定とみなす。 

４ 付替先取引参加者が付替元受託取引参

加者に委託して成立した売買約定が、当

社が付替先取引参加者からテイクアップ

申出を受けたことにより消滅した場合に

は、当該売買約定についての付替先取引

参加者と付替元受託取引参加者との間の

委託が終了するものとする。 

４ 付替先取引参加者が付替元受託取引参

加者に委託して成立した売買約定が、本

所が付替先取引参加者からテイクアップ

申出を受けたことにより消滅した場合に

は、当該売買約定についての付替先取引

参加者と付替元受託取引参加者との間の

委託が終了するものとする。 

５ （略） ５ （略） 

  

（ギブアップの取消し） 

第４５条 委託者（付替元受託取引参加者

の委託者と付替先受託取引参加者の委託

者が異なる場合を含む。この条に限

る。）は、付替元受託取引参加者及び付

替先受託取引参加者が認めた場合であっ

て、かつ、当社が認めた場合にあって

は、業務規程に定めるギブアップの取消

しを行うことができるものとする。 

（ギブアップの取消し） 

第４５条 委託者（付替元受託取引参加者

の委託者と付替先受託取引参加者の委託

者が異なる場合を含む。この条に限

る。）は、付替元受託取引参加者及び付

替先受託取引参加者が認めた場合であっ

て、かつ、本所が認めた場合にあって

は、業務規程に定めるギブアップの取消

しを行うことができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（遠隔地仲介取引参加者に係るギブアッ

プの特例） 

（遠隔地仲介取引参加者に係るギブアッ

プの特例） 
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第４６条 第４０条から前条までの規定

は、当社の業務規程に基づき、遠隔地仲

介取引参加者及び海外顧客に適用する。 

第４６条 第４０条から前条までの規定

は、本所の業務規程に基づき、遠隔地仲

介取引参加者及び海外顧客に適用する。 

２ 次の場合において必要な手続は、その

都度当社が指示する。 

２ 次の場合において必要な手続は、その

都度本所が指示する。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

  

（電力の取引の制限等） 

第４７条 （略） 

（電力の取引の制限等） 

第４７条 （略） 

２ 受託取引参加者が委託を受けた電力の

取引について、インサイダー取引又はそ

のおそれがあると当社が認めた場合及び

重要事実の公表が適切に行われていない

と当社が認めた場合には、受託取引参加

者は、当社の業務規程に基づく当社の指

示により、委託者（取次者（この条にお

いて外国商品先物取引業者を含む。）並

びに取次者に取引の委託の取次ぎを委託

し、若しくは依頼し、又は取引の委託の

取次ぎの委託の取次ぎを依頼した者を含

む。以下この条において「委託者等」と

いう。）に係る新規取引の受託を制限

し、又は当該委託を受けた取引の全部若

しくは一部を当該委託者等の計算におい

て転売若しくは買戻しにより処分するも

のとする。 

２ 受託取引参加者が委託を受けた電力の

取引について、インサイダー取引又はそ

のおそれがあると本所が認めた場合及び

重要事実の公表が適切に行われていない

と本所が認めた場合には、受託取引参加

者は、本所の業務規程に基づく本所の指

示により、委託者（取次者（この条にお

いて外国商品先物取引業者を含む。）並

びに取次者に取引の委託の取次ぎを委託

し、若しくは依頼し、又は取引の委託の

取次ぎの委託の取次ぎを依頼した者を含

む。以下この条において「委託者等」と

いう。）に係る新規取引の受託を制限

し、又は当該委託を受けた取引の全部若

しくは一部を当該委託者等の計算におい

て転売若しくは買戻しにより処分するも

のとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（ＡＤＰの委託） 

第４９条 委託者は、当社の業務規程に定

めるＡＤＰの委託をするときは、その旨

を受託取引参加者に指示するものとす

る。この場合において、委託者は、受託

取引参加者が定める日時までに受託取引

参加者が定める事項を受託取引参加者へ

申し出るものとする。 

（ＡＤＰの委託） 

第４９条 委託者は、本所の業務規程に定

めるＡＤＰの委託をするときは、その旨

を受託取引参加者に指示するものとす

る。この場合において、委託者は、受託

取引参加者が定める日時までに受託取引

参加者が定める事項を受託取引参加者へ

申し出るものとする。 

２ ＡＤＰの成立については、当社が承認

したものに限るものとする。 

２ ＡＤＰの成立については、本所が承認

したものに限るものとする。 

３ 前各項に規定する場合のほか、ＡＤＰ

に関する必要な事項については、当社の

業務規程及びクリアリング機構の業務方

法書を準用する。 

３ 前各項に規定する場合のほか、ＡＤＰ

に関する必要な事項については、本所の

業務規程及びクリアリング機構の業務方

法書を準用する。 

  

（ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引による取引

の委託） 

第５０条 委託者は、当社の業務規程に定

めるＥＦＰ取引又はＥＦＳ取引に係る取

引の委託をするときは、その旨を受託取

引参加者に指示するものとする。この場

合において、委託者は、受託取引参加者

が定める日時までに受託取引参加者が定

（ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引による取引

の委託） 

第５０条 委託者は、本所の業務規程に定

めるＥＦＰ取引又はＥＦＳ取引に係る取

引の委託をするときは、その旨を受託取

引参加者に指示するものとする。この場

合において、委託者は、受託取引参加者

が定める日時までに受託取引参加者が定
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める事項を受託取引参加者へ申し出るも

のとする。 

める事項を受託取引参加者へ申し出るも

のとする。 

２ ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引の成立につ

いては、当社が承認したものに限るもの

とする。 

２ ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引の成立につ

いては、本所が承認したものに限るもの

とする。 

３ 委託者は、当社の指示に基づき受託取

引参加者からＥＦＰ取引又はＥＦＳ取引

に係る書類等（現物取引及び現物取引の

売買契約に付随するスワップ取引に係る

書類を含む。）の提出を求められたとき

は、これに応じなければならない。 

３ 委託者は、本所の指示に基づき受託取

引参加者からＥＦＰ取引又はＥＦＳ取引

に係る書類等（現物取引及び現物取引の

売買契約に付随するスワップ取引に係る

書類を含む。）の提出を求められたとき

は、これに応じなければならない。 

４ 前各項に規定する場合のほか、ＥＦＰ

取引及びＥＦＳ取引に関する必要な事項

については、当社の業務規程を準用す

る。 

４ 前各項に規定する場合のほか、ＥＦＰ

取引及びＥＦＳ取引に関する必要な事項

については、本所の業務規程を準用す

る。 

  

第１２章 削除 第１２章 ＥＦＦ取引の特例 

  

 

第５１条 削除 

（ＥＦＦ取引による取引の委託） 

第５１条 委託者は、本所の業務規程に定

めるＥＦＦ取引に係る取引の委託をする

ときは、その旨を受託取引参加者に指示

するものとする。この場合において、委

託者は、受託取引参加者が定める日時ま

でに受託取引参加者が定める事項を受託

取引参加者へ申し出るものとする。 

 ２ ＥＦＦ取引の成立については、本所が

承認したものに限るものとする。 

 ３ 委託者は、本所の指示に基づき受託取

引参加者からＥＦＦ取引に係る書類等の

提出を求められたときは、これに応じな

ければならない。 

 ４ 前各項に規定する場合のほか、ＥＦＦ

取引に関する必要な事項については、本

所の業務規程を準用する。 

  

（立会外取引による取引の委託） 

第５２条 委託者は、当社の業務規程に定

める立会外取引に係る取引の委託をする

ときは、その旨を受託取引参加者に指示

するものとする。この場合において、委

託者は、受託取引参加者が定める日時ま

でに受託取引参加者が定める事項を受託

取引参加者へ申し出るものとする。 

（立会外取引による取引の委託） 

第５２条 委託者は、本所の業務規程に定

める立会外取引に係る取引の委託をする

ときは、その旨を受託取引参加者に指示

するものとする。この場合において、委

託者は、受託取引参加者が定める日時ま

でに受託取引参加者が定める事項を受託

取引参加者へ申し出るものとする。 

２ 立会外取引の成立については、当社が

承認したものに限るものとする。 

２ 立会外取引の成立については、本所が

承認したものに限るものとする。 

３ 委託者は、当社の指示に基づき受託取

引参加者から立会外取引に係る書類等の

提出を求められたときは、これに応じな

ければならない。 

３ 委託者は、本所の指示に基づき受託取

引参加者から立会外取引に係る書類等の

提出を求められたときは、これに応じな

ければならない。 
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４ 前各項に規定する場合のほか、立会外

取引に関する必要な事項については、当

社の業務規程を準用する。 

４ 前各項に規定する場合のほか、立会外

取引に関する必要な事項については、本

所の業務規程を準用する。 

  

（売買約定の取消しの効果等） 

第５３条 当社が業務規程第９７条及び第 

９８条に基づき売買約定を取消したとき

は、当該取消された売買約定に係る委託

者と受託取引参加者との間の権利及び義

務は、初めから発生しなかったものとみ

なす。 

（売買約定の取消しの効果等） 

第５３条 本所が業務規程第９７条及び第 

９８条に基づき売買約定を取消したとき

は、当該取消された売買約定に係る委託

者と受託取引参加者との間の権利及び義

務は、初めから発生しなかったものとみ

なす。 

２ 委託者は、当社が業務規程第９７条及

び第９８条に基づき売買約定を取消した

ことにより損害を受けることがあって

も、過誤のある売買注文を発注した取引

参加者及び取引を委託した受託取引参加

者に対して、その損害の賠償を請求でき

ないものとする。ただし、過誤のある売

買注文の発注に際して、取引参加者に故

意又は重過失が認められるときは、この

限りでない。 

２ 委託者は、本所が業務規程第９７条及

び第９８条に基づき売買約定を取消した

ことにより損害を受けることがあって

も、過誤のある売買注文を発注した取引

参加者及び取引を委託した受託取引参加

者に対して、その損害の賠償を請求でき

ないものとする。ただし、過誤のある売

買注文の発注に際して、取引参加者に故

意又は重過失が認められるときは、この

限りでない。 

３ 委託者は、当社が業務規程第９７条及

び第９８条に基づき売買約定を取消した

こと又は取消さないことにより損害を受

けることがあっても、当社に対して、そ

の損害の賠償を請求できないものとす

る。ただし、当社に故意又は重過失が認

められるときは、この限りでない。 

３ 委託者は、本所が業務規程第９７条及

び第９８条に基づき売買約定を取消した

こと又は取消さないことにより損害を受

けることがあっても、本所に対して、そ

の損害の賠償を請求できないものとす

る。ただし、本所に故意又は重過失が認

められるときは、この限りでない。 

  

（特定会員による証拠金等の一体管理） 

第５８条 特定会員（金融商品取引法の一

部を改正する法律（平成２４年法律第８

６号。以下「金融商品取引法改正法」と

いう。）附則第４条に定める特定会員を

いう。以下同じ。）である受託取引参加

者（清算参加者である場合に限る。）

は、当社の開設する商品市場における取

引に係る口座及び株式会社大阪取引所

（以下「大阪取引所」という。）の開設

する取引所金融商品市場における商品関

連市場デリバティブ取引（金融商品取引

法第２条第８項第１号に定める取引をい

う。以下同じ。）に係る口座（商品関連

市場デリバティブ取引以外の取引が行わ

れないよう適切な措置が講じられている

口座に限る。）を設定した委託者を対象

に、証拠金等の一体管理（当社が別に定

める取扱いをいう。）を行うことができ

る。 

（特定会員による証拠金等の一体管理） 

第５８条 特定会員（金融商品取引法の一

部を改正する法律（平成２４年法律第８

６号。以下「金融商品取引法改正法」と

いう。）附則第４条に定める特定会員を

いう。以下同じ。）である受託取引参加

者（清算参加者である場合に限る。）

は、本所の開設する商品市場における取

引に係る口座及び株式会社大阪取引所

（以下「大阪取引所」という。）の開設

する取引所金融商品市場における商品関

連市場デリバティブ取引（金融商品取引

法第２条第８項第１号に定める取引をい

う。以下同じ。）に係る口座（商品関連

市場デリバティブ取引以外の取引が行わ

れないよう適切な措置が講じられている

口座に限る。）を設定した委託者を対象

に、証拠金等の一体管理（本所が別に定

める取扱いをいう。）を行うことができ

る。 

２ 前項の取扱いについて必要な事項は、

当社が別に定める。 

２ 前項の取扱いについて必要な事項は、

本所が別に定める。 
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附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日又

は商品先物取引法（昭和２５年法律第２３

９号）第１５６条第１項の認可を受けた日

のいずれか遅い日から施行する。 
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市場取引監視委員会規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（組織、委員の委嘱等） 

第３条 （略） 

（組織、委員の委嘱等） 

第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 在任中の委員は、上場商品構成品等

（商品先物取引法（昭和２５年法律第２

３９号。以下「法」という。）第１５条

第１項第１号に規定する上場商品構成品

等をいう。）の取引に関係のある事業者

団体と関係を持ち、又は商品市場におけ

る取引等（商品清算取引を除く。）の委

託を受けること又は商品市場における取

引を業として営む企業の役員、顧問若し

くは評議員となり、直接間接に当該企業

の経営に参加し、当該企業から反対給付

を受け、又は当該企業に投資することが

できない。 

３ 在任中の委員は、上場商品構成物品等

（商品先物取引法（昭和２５年法律第２

３９号。以下「法」という。）第１５条

第１項第１号に規定する上場商品構成物

品等をいう。）の取引に関係のある事業

者団体と関係を持ち、又は商品市場にお

ける取引等（商品清算取引を除く。）の

委託を受けること又は商品市場における

取引を業として営む企業の役員、顧問若

しくは評議員となり、直接間接に当該企

業の経営に参加し、当該企業から反対給

付を受け、又は当該企業に投資すること

ができない。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日又

は商品先物取引法（昭和２５年法律第２３

９号）第１５６条第１項の認可を受けた日

のいずれか遅い日から施行する。 
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自主規制委員会規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（諮問事項） 

第２条 自主規制委員会は、次に掲げる事

項のうちの重要な事項について、取締役

会の諮問に応じ又は取締役会に意見を述

べることができる。 

（諮問事項） 

第２条 自主規制委員会は、次に掲げる事

項のうちの重要な事項について、取締役

会の諮問に応じ又は取締役会に意見を述

べることができる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 取引参加者の資格の審査（新規

及び変更（業務規程第１１５条第４項

に定める変更を除く。）） 

（２） 取引参加者の資格の審査（新

規、追加及び変更（業務規程第９６条

第４項に定める変更を除く。））に関

する事項 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 自主規制業務に関する定款、業

務規程その他の規則の作成、変更及び

廃止 

（４） 第１号に係る定款、業務規程そ

の他の規則の作成、変更及び廃止の業

務 

（削る） （５） 取引参加者の資格の付与に関す

る基準の作成及び改廃 

（５） （略） （６） （略） 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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清算・決済規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本規程は、業務規程第３条第１１

項に基づき、当社の商品市場において成

立した取引に係る清算及び決済に関して

必要な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本規程は、業務規程第３条第１２

項に基づき、当社の商品市場において成

立した取引に係る清算及び決済に関して

必要な事項を定める。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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取引参加料等に関する細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第１０

項及び第１３８条第１項の規定に基づ

き、取引参加料等（取引資格取得料、取

引参加料及びその他本細則に定める手数

料をいう。以下同じ。）及び取引参加者

保証金に関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第１１

項及び第１３８条第１項の規定に基づ

き、取引参加料等（取引資格取得料、取

引参加料及びその他本細則に定める手数

料をいう。以下同じ。）及び取引参加者

保証金に関し必要な事項を定める。 

  

（取引資格取得料） 

第２条 業務規程第１１１条（同第１１４

条の２第４項において準用する場合を含

む。）に規定する取引資格取得料の額

は、１商品市場ごとに１００万円とす

る。 

（取引資格取得料） 

第２条 業務規程第１１１条に規定する取

引資格取得料の額は、１商品市場ごとに

１００万円とする。 

  

（取引参加料） 

第３条 業務規程第１３３条に規定する取

引参加料の種類及び額は、次の各号に定

める種類及び額とする。 

（取引参加料） 

第３条 業務規程第１３３条に規定する取

引参加料の種類及び額は、次の各号に定

める種類及び額とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 売買約定に係る定率参加料 （２） 売買約定に係る定率参加料 

イ （略） イ （略） 

ロ 中京石油市場 ロ 中京石油市場 

ガソリン及び灯油  売又は買１枚

につき ２０円 

（イ） ガソリン  売又は買１枚に

つき ２０円 

 （ロ） 灯油    売又は買１枚に

つき ２０円 

  

（取引資格取得料の納入） 

第７条 取引資格取得料は、当社の請求に

基づき、取引資格の取得の承認を受けた

日又は追加取得（取引資格を有しない市

場の上場商品構成品に係る取引資格を追

加取得する場合に限る。）の届出が受理

された日から３０日以内（当社が特に必

要と認めた場合は、当社が指定する期間

内）に、当社が指定する方法により納入

するものとする。 

（取引資格取得料の納入） 

第７条 取引資格取得料は、当社の請求に

基づき、取引資格の取得又は追加取得の

承認を受けた日から３０日以内（当社が

特に必要と認めた場合は、当社が指定す

る期間内）に、当社が指定する方法によ

り納入するものとする。 

  

（取引参加者保証金） 

第１１条 業務規程第１３８条に規定する

取引参加者保証金の額は、次の各号に掲

げる事業年度の区分に従い、当該各号に

定める額とする。 

（取引参加者保証金） 

第１１条 業務規程第１３８条に規定する

取引参加者保証金の額は、次の各号に掲

げる事業年度の区分に従い、当該各号に

定める額とする。 

（１） （略）  （１） （略） 

（２） 新たに取引資格を取得（業務規

程第１１４条に規定する取引資格の追

（２） 新たに取引資格を取得（業務規

程第１１４条に規定する取引資格の追
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加を含む。以下同じ。）した場合及び

取引資格の一部を喪失した場合におけ

る当該取得日又は喪失日の属する事業

年度 

加を含む。）した場合及び取引資格の

一部を喪失した場合における当該取得

日又は喪失日の属する事業年度 

当該取引参加者の取引実績及び見込

みを勘案のうえ、当社がその都度定め

る額。ただし、当社は、当該取引参加

者が取引資格を取得した後、当該取引

参加者の取引の実態に照らして、取引

参加者保証金の額が明らかに不十分で

あると認められるときは、これを変更

することができる。 

当該取引参加者の取引実績及び見込

みを勘案のうえ、当社がその都度定め

る額。ただし、当社は、当該取引資格

を付与した後、当該取引参加者の取引

の実態に照らして、取引参加者保証金

の額が明らかに不十分であると認めら

れるときは、これを変更することがで

きる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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システム売買実施細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第２項

の規定に基づき、取引の締結に関し必要

な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第２項

の規定に基づき、取引の締結に関し必要

な事項について規定する。 

  

（売買注文の発注等） 

第６条 （略） 

（売買注文の発注等） 

第６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（削る） ５ 別表２に定めるエネルギー市場（電力

を除く。）及び中京石油市場のＳＣＯの

発注は、当月限納会日（現金決済先物取

引にあっては取引最終日とする。以下同

じ。）の前計算区域まで行うことができ

るものとする。 

５ （略） 

６ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

  

（立会の一時中断） 

第１５条 業務規程第１０条に規定する売

買管理上立会を継続して行うことが適当

でないと認めるときとは、次の各号に定

めるところによるものとし、一時中断で

きる立会は当該各号に定めるところによ

るものとする。 

（立会の一時中断） 

第１５条 業務規程第１０条に規定する売

買管理上立会を継続して行うことが適当

でないと認めるときとは、次の各号に定

めるところによるものとし、一時中断で

きる立会は当該各号に定めるところによ

るものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） ザラバ取引の中心限月取引（上

場商品構成品の限月取引のうち、流動

性が最も集中しているものとして当社

が指定する限月取引をいう。以下同

じ。）において、売注文が前条第１項

の規定により定める下限の値段で行わ

れた場合又は買注文が前条第１項の規

定により定める上限の値段で行われた

場合その他当社が必要と認める場合 

当該中心限月取引と同一上場商品構

成品の立会 

（３） ザラバ取引の中心限月取引（上

場商品構成品が当該中心限月取引と同

一の先物取引の限月取引のうち、流動

性が最も集中しているものとして当社

が指定する限月取引をいう。以下同

じ。）において、売注文が前条第１項

の規定により定める下限の値段で行わ

れた場合又は買注文が前条第１項の規

定により定める上限の値段で行われた

場合その他当社が必要と認める場合 

当該中心限月取引と同一上場商品構

成品の立会 

（４） （略） （４） 略 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（委託区分訂正） 

第１６条 取引参加者は、業務規程第２０

条、第２７条及び第２８条の規定により

成立した売買約定の全部又は一部につい

て、委託区分の訂正を当社に対し行うこ

とができる。 

（委託区分訂正） 

第１６条 業務規程第２５条に規定する委

託区分の訂正は、原則として、対象とな

る売買約定が成立した計算区域の翌計算

区域の午後１時までに、当社に申し出る

ことにより行うものとする。ただし、当

該申出を行うことが不可能又は困難であ
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る場合であって、当社が適当と認めた場

合には、当社が定めた日時まで申出を行

うことができるものとする。 

２ 前項に規定する委託区分の訂正は、原

則として、対象となる売買約定が成立し

た計算区域の翌計算区域の午後１時まで

に、当社に申し出ることにより行うもの

とする。ただし、当該申出を行うことが

不可能又は困難である場合であって、当

社が適当と認めた場合には、当社がその

都度指定する日時まで申出を行うことが

できるものとする。 

（新設） 

３ 前項の規定にかかわらず、当月限納会

日における当月限の売買約定について

は、当月限納会日が属する計算区域の翌

計算区域を超えない当社の指定する日時

まで委託区分訂正の申出を行うことがで

きるものとする。 

２ 当月限の売買約定について、取引参加

者は、当月限納会日が属する計算区域の

翌計算区域以降は、委託区分訂正の申出

を行うことができないものとする。 

  

  

附  則  

１ この改正規定は、令和４年１月３１日

から施行する。ただし、改正後の別表４

の規定は、令和４年４月４日から施行す

る。 

２ 改正後の別表４の規定は、令和４年４

月４日に開始する夜間立会から適用す

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別表４の

改正は、売買システムの稼働に支障が生

じた場合その他やむを得ない事由によ

り、令和４年４月４日から施行すること

が適当でないと当社が認める場合には、

同日後の当社が定める日から施行し、当

該当社が定める日に開始する夜間立会か

ら適用する。 

 

  

別表２（第６条及び第７条関係） 

 

イ 次の商品にあっては、商品Ａのｎ限月

（ｎは月）と商品Ｂのｎ-１限月の組み合

わせとする。 

 

 

  商品Ａ 商品Ｂ 取引単位 

（略） 

 

ロ （略） 

別表２（第６条及び第７条関係） 

 エネルギー市場及び中京石油市場 

イ 次の商品にあっては、商品Ｂの新甫発

会日から商品Ａの当月限納会日の前計算

区域までの間において、商品Ａのｎ限月

（ｎは月）と商品Ｂのｎ-１限月の組み合

わせとする。 

  商品Ａ 商品Ｂ 取引単位 

（略） 

 

ロ （略） 

  

別表３（第１２条関係） 

即時約定可能値幅 

別表３（第１２条関係） 

即時約定可能値幅 
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 寄付板

合わせ 

ザラバ 引板合

わせ 

エ

ネ

ル

ギ

ー

市

場 

ガソリン 

３,０

００円 

１,０

００円 

２,０

００円 

灯油 

軽油 

原油 

東エリア・

ベースロー

ド電力 

６.０

０円 

２.０

０円 

４.０

０円 

西エリア・

ベースロー

ド電力 

東エリア・

日中ロード

電力 

西エリア・

日中ロード

電力 

中

京

石

油

市

場 

ガソリン 

３,０

００円 

１,０

００円 

２,０

００円 
灯油 

 

 寄付板

合わせ 

ザラバ 引板合

わせ 

エ

ネ

ル

ギ

ー

市

場 

ガソリン 
上下

３,０

００円 

上下

１,０

００円 

上下

２,０

００円 

灯油 

軽油 

原油 

東エリア・

ベースロー

ド電力 

上下

６.０

０円 

上下

２.０

０円 

上下

４.０

０円 

西エリア・

ベースロー

ド電力 

東エリア・

日中ロード

電力 

西エリア・

日中ロード

電力 

中

京

石

油

市

場 

ガソリン 
上下

３,０

００円 

上下

１,０

００円 

上下

２,０

００円 灯油 

 

  

別表４（第１４条関係） 

１．サーキットブレーカー幅等 
 通常時 第一次

拡大時 

第二次

拡大時 

エ

ネ

ル

ギ

ー

市

場 

ガソリン 

基準値段

の３０％ 

基準値段

の４５％ 

基準値段

の６０％ 

灯油 

軽油 

原油 

（略） 

中

京

石

油

市

場 

ガソリン 

基準値段

の３０％ 

基準値段

の４５％ 

基準値段

の６０％ 

灯油 

 

別表４（第１４条関係） 

１．サーキットブレーカー幅等 
 通常時 第一次

拡大時 

第二次

拡大時 

エ

ネ

ル

ギ

ー

市

場 

ガソリン １０，

０００

円 

原則拡

大しな

い 

原則拡

大しな

い 

灯油 

軽油 

原油 

基準値段

の 

±３０％ 

基準値段

の 

±４５％ 

基準値段

の 

±６０％ 

（略） 

中

京

石

油

市

場 

ガソリン 
１０，

０００

円 

原則拡

大しな

い 

原則拡

大しな

い 
灯油 

 

２． （略） ２． （略） 
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ギブアップ細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第３項

の規定に基づき、ギブアップに関し必要

な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第３項

の規定に基づき、ギブアップに関し必要

な事項について規定する。 

  

（テイクアップの申出及びテイクアップ

拒否の申出の申出時限） 

第４条 業務規程第３０条第１項のギブア

ップ細則に定める時限とは、テイクアッ

プ申出及びテイクアップ拒否の申出の対

象となる売買約定が成立した計算区域の

日中立会終了後の午後５時４５分までと

する。 

（テイクアップの申出時限） 

 

第４条 業務規程第３０条第１項のギブア

ップ細則に定める時限とは、テイクアッ

プ申出の対象となる売買約定が成立した

計算区域の日中立会終了後の午後５時４

５分までとする。 

  

（ギブアップ申出並びにテイクアップ申

出及びテイクアップ拒否の申出の特例の

申出時限） 

第５条 業務規程第３１条第１項のギブア

ップ細則に定める時限とは、ギブアップ

申出並びにテイクアップ申出及びテイク

アップ拒否の申出の対象となる売買約定

が成立した計算区域の３営業日後の午後

５時３０分までとする。 

（ギブアップ申出及びテイクアップ申出

の特例の申出時限） 

 

第５条 業務規程第３１条第１項のギブア

ップ細則に定める時限とは、ギブアップ

申出等（ギブアップ申出及びテイクアッ

プ申出をいう。以下同じ。）の対象とな

る売買約定が成立した計算区域の３営業

日後の午後５時３０分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当月限の売

買約定のギブアップ申出並びにテイクア

ップ申出及びテイクアップ拒否の申出に

ついては、当月限納会日（現金決済先物

取引にあっては取引最終日という。以下

同じ。）の翌営業日の午後４時４５分ま

でとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当月限の売

買約定のギブアップ申出等については、

当月限納会日（現金決済先物取引にあっ

ては取引最終日という。以下同じ。）の

翌営業日の午後４時４５分までとする。 

  

（ギブアップの取消しの申出時限） 

第６条 業務規程第３２条第１項のギブア

ップ細則に定める時限とは、ギブアップ

申出等（ギブアップ申出及びテイクアッ

プ申出をいう。）の取消しの対象となる

売買約定が成立した計算区域の３営業日

後の午後５時３０分までとする。 

（ギブアップの取消しの申出時限） 

第６条 業務規程第３２条第１項のギブア

ップ細則に定める時限とは、ギブアップ

申出等の取消しの対象となる売買約定が

成立した計算区域の３営業日後の午後５

時３０分までとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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立会外取引実施細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第４項

の規定に基づき、立会外取引に関し必要

な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第４項

の規定に基づき、立会外取引に関し必要

な事項について規定する。 

  

（申出価格） 

第２条 立会外取引の申出価格は、次の各

号に掲げる算定式の範囲内（求められた

範囲の下限が呼値の単位未満となる場合

にあっては、呼値の単位の最小値）にお

いて、当事者間で合意した価格とする。 

（申出価格） 

第２条 立会外取引の申出価格は、次の各

号に掲げる算定式の範囲内（求められた

範囲の下限が呼値の単位未満となる場合

にあっては、呼値の単位の最小値）にお

いて、当事者間で合意した価格とする。 

  

（１） エネルギー市場（次号に掲げる

ものを除く。）及び中京石油市場 

（１） エネルギー市場（次号に掲げる

ものを除く。）及び中京石油市場 

Ｘ±（Ｙ×６０％） Ｘ±（Ｙ×３２％） 

（２） （略） （２） （略） 

  

Ｘ：個別競争売買により成立した１の計

算区域の最終約定値段とし、当該計算

区域において約定値段がない場合は直

前計算区域の帳入値段（新甫限月にあ

っては、当該計算区域における直前限

月の値段又は市況を考慮して当社が指

定した値段） 

Ｙ：直前計算区域の帳入値段（新甫限月

にあっては、当該計算区域における直

前限月の値段又は市況を考慮して当社

が指定した値段） 

Ｘ：個別競争売買により成立した１の計

算区域の最終約定値段とし、当該計算

区域において約定値段がない場合は直

前計算区域の帳入値段（新甫限月にあ

っては、当該計算区域における直前限

月の値段又は市況を考慮して当社が指

定した値段） 

Ｙ：直前計算区域の帳入値段（新甫限月

にあっては、当該計算区域における直

前限月の値段又は市況を考慮して当社

が指定した値段） 

２ （略） ２ （略） 

  

 

（削る） 

（一時中断） 

第３条の２ 業務規程第１０条の規定に基

づき、システム売買実施細則第１５条第

１項第３号の定めるところにより立会の

一時中断を行う場合、当該立会の一時中

断を行う間、当該立会の一時中断を行う

上場商品構成品（電力にあっては、業務

規程第１４条に規定する現金決済先物取

引の対象。）に係る立会外取引を一時中

断する。 

  

（申出時の明示事項） 

第５条の２ 取引参加者は、立会外取引の

申出を行う場合にあっては、上場商品構

成品、限月、数量、申出価格、委託区分

（自己委託の別。以下同じ。）その他当

 

（新設） 
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社が別に定める事項を当社に対し明らか

にしなければならない。 

  

（売買約定の取消し） 

第６条 業務規程第３５条第４項に規定す

る当社が立会外取引を適当でないと認め

るときとは、申出価格が第２条各項のい

ずれにも該当しないとき、申出対象限月

が第４条に該当しないときその他当社が

適当でないと認めたときをいう。 

(申出及び取消し等) 

第６条 業務規程第３５条第４項に規定す

る立会外取引を適当でないと認めるとき

とは、申出価格が第２条各項のいずれに

も該当しないとき、申出対象限月が第４

条に該当しないときその他当社が適当で

ないと認めたときをいう。 

２ （略） ２ （略） 

  

（委託区分訂正） 

第６条の２ 取引参加者は、業務規程第３

５条の規定により成立した売買約定の全

部又は一部について、委託区分の訂正を

当社に対し行うことができる。 

 

（新設） 

２ 前項に規定する委託区分の訂正は、原

則として、対象となる立会外取引が成立

した計算区域の翌計算区域の午後１時ま

でに、当社に申し出ることにより行うも

のとする。ただし、当該申出を行うこと

が不可能又は困難である場合であって、

当社が適当と認めた場合には、当社がそ

の都度指定する日時まで申出を行うこと

ができるものとする。 

 

 

３ 前項の規定にかかわらず、当月限納会

日における当月限の売買約定について

は、当月限納会日が属する計算区域の翌

計算区域を超えない当社の指定する日時

まで委託区分訂正の申出を行うことがで

きるものとする。 

 

  

（過誤訂正等のための取引） 

第６条の３ （略） 

（過誤訂正等のための取引） 

第６条の２ （略） 

  

  

附  則  

１ この改正規定は、令和４年１月３１日

から施行する。ただし、改正後の第２条

の規定は、令和４年４月４日から施行す

る。 

２ 改正後の第２条の規定は、令和４年４

月４日の午前８時２０分以降の申出から

適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、改正後の

第２条の規定は、売買システムの稼働に

支障が生じた場合その他やむを得ない事

由により、令和４年４月４日から施行す

ることが適当でないと当社が認める場合

には、同日後の当社が定める日から施行
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し、当該当社が定める日の午前８時２０

分以降の申出から適用する。 
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ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引実施細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第５項

の規定に基づき、ＥＦＰ取引及びＥＦＳ

取引に関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は業務規程第３条第６項の

規定に基づき、ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取

引に関し、必要な事項について規定す

る。 

  

（申出価格） 

第５条の２ 申出価格は、次の各号に掲げ

る算定式の範囲内（求められた範囲の下

限が呼値の単位未満となる場合にあって

は、呼値の単位の最小値）において、当

事者間で合意した価格とする。 

（申出価格） 

第５条の２ 申出価格は、次の各号に掲げ

る算定式の範囲内（求められた範囲の下

限が呼値の単位未満となる場合にあって

は、呼値の単位の最小値）において、当

事者間で合意した価格とする。 

  

（１） エネルギー市場（次号に掲げる

ものを除く。）及び中京石油市場 

（１） エネルギー市場（次号に掲げる

ものを除く。）及び中京石油市場 

Ｘ±（Ｙ×６０％） Ｘ±（Ｙ×３２％） 

（２） （略） （２） （略） 

  

Ｘ：個別競争売買により成立した１の計

算区域の最終約定値段とし、当該計算

区域において約定値段がない場合は直

前計算区域の帳入値段（新甫限月にあ

っては、当該計算区域における直前限

月の値段又は市況を考慮して当社が指

定した値段） 

Ｙ：直前計算区域の帳入値段（新甫限月

にあっては、当該計算区域における直

前限月の値段又は市況を考慮して当社

が指定した値段） 

Ｘ：個別競争売買により成立した１の計

算区域の最終約定値段とし、当該計算

区域において約定値段がない場合は直

前計算区域の帳入値段（新甫限月にあ

っては、当該計算区域における直前限

月の値段又は市況を考慮して当社が指

定した値段） 

Ｙ：直前計算区域の帳入値段（新甫限月

にあっては、当該計算区域における直

前限月の値段又は市況を考慮して当社

が指定した値段） 

２ （略） ２ （略） 

  

 

（削る） 

（一時中断） 

第６条の２ 業務規程第１０条の規定に基

づき、システム売買実施細則第１５条第

１項第３号の定めるところにより立会の

一時中断を行う場合、当該立会の一時中

断を行う間、当該立会の一時中断を行う

上場商品構成品（電力にあっては、業務

規程第１４条に規定する現金決済先物取

引の対象。）に係るＥＦＰ取引及びＥＦ

Ｓ取引を一時中断する。 

  

（申出対象限月等） 

第６条の２ ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引の

申出を行うことができる限月は、業務規

程第１７条第１項及び第２項に定める限

月とする。ただし、当月限については、

（申出対象限月等） 

第６条の３ ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引の

申出を行うことができる限月は、業務規

程第１７条第１項及び第２項に定める限

月とする。ただし、当月限については、



39 

当月限納会日（現金決済先物取引にあっ

ては取引最終日とする。以下同じ。）か

ら起算して５営業日前に当たる日の夜間

立会以降の新規に売買約定を成立させる

取引の申出及び納会日の前々営業日の夜

間立会以降の転売又は買戻しに より売

買約定を結了させる取引の申出を除く。 

当月限納会日（現金決済先物取引にあっ

ては当月限取引最終日）から起算して５

営業日前に当たる日の夜間立会以降の新

規に売買約定を成立させる取引の申出及

び納会日の前々営業日の夜間立会以降の

転売又は買戻しに より売買約定を結了

させる取引の申出を除く。 

  

（申出時の明示事項） 

第７条の２ 取引参加者は、ＥＦＰ取引及

びＥＦＳ取引の申出を行う場合にあって

は、上場商品構成品、限月、数量、申出

価格、委託区分（自己委託の別。以下同

じ。）その他当社が別に定める事項を当

社に対し明らかにしなければならない。 

 

（新設） 

  

（委託区分訂正） 

第７条の３ 取引参加者は、業務規程第３

８条の規定により成立した売買約定の全

部又は一部について、委託区分の訂正を

当社に対し行うことができる。 

 

（新設） 

２ 前項に規定する委託区分の訂正は、原

則として、対象となるＥＦＰ取引及びＥ

ＦＳ取引が成立した計算区域の翌計算区

域の午後１時までに、当社に申し出るこ

とにより行うものとする。ただし、当該

申出を行うことが不可能又は困難である

場合であって、当社が適当と認めた場合

には、当社がその都度指定する日時まで

申出を行うことができるものとする。 

 

 

３ 前項の規定にかかわらず、当月限納会

日における当月限の売買約定について

は、当月限納会日が属する計算区域の翌

計算区域を超えない当社の指定する日時

まで委託区分訂正の申出を行うことがで

きるものとする。 

 

  

（過誤訂正等のための取引） 

第７条の４ （略） 

（過誤訂正等のための取引） 

第７条の２ （略） 

  

  

附  則  

１ この改正規定は、令和４年１月３１日

から施行する。ただし、改正後の第５条

の２の規定は、令和４年４月４日から施

行する。 

２ 改正後の第５条の２の規定は、令和４

年４月４日の午前８時２０分以降の申出

から適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、改正後の

第５条の２の規定は、売買システムの稼
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働に支障が生じた場合その他やむを得な

い事由により、令和４年４月４日から施

行することが適当でないと当社が認める

場合には、同日後の当社が定める日から

施行し、当該当社が定める日の午前８時

２０分以降の申出から適用する。 
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エネルギー最終決済価格決定細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第６項

の規定に基づき、エネルギーの現金決済

先物取引の最終決済価格の決定に関し必

要な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第７項

の規定に基づき、エネルギーの現金決済

先物取引の最終決済価格の決定に関し必

要な事項について規定する。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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エネルギー受渡細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第７項

の規定に基づき、エネルギー市場の受渡

しに関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第８項

の規定に基づき、エネルギー市場の受渡

しに関し必要な事項について規定する。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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中京石油受渡細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第７項

の規定に基づき、中京石油市場の受渡し

に関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第８項

の規定に基づき、中京石油市場の受渡し

に関し必要な事項について規定する。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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ＡＤＰ実施細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第７項

の規定に基づき、ＡＤＰに関し必要な事

項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は業務規程第３条第８項の

規定に基づき、ＡＤＰに関し、必要な事

項について規定する。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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取引参加者に関する施行細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第８項

の規定に基づき、取引参加者に関し必要

な事項について定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第９項

の規定に基づき、取引参加者に関し必要

な事項について定める。 

  

（取引資格追加取得届出） 

第６条 業務規程第１１４条第１項に規定

する届出は、取引資格追加取得届出書に

より行うものとする。 

（取引資格追加取得申請） 

第６条 業務規程第１１４条第１項に規定

する申請は、取引資格追加取得申請書に

より行うものとする。 

２ 業務規程第１１４条第２項に規定する

同第１０４条第１号に掲げる要件を備え

る旨の誓約書及び当該要件を備えること

を証する書面は、第４条第１号の規定を

準用する。 

２ 業務規程第１１４条第１項第１号に規

定する同第１０４条に掲げる要件を備え

る旨の誓約書及び当該要件を備えること

を証する書面は、第４条第１号から第５

号までの規定を準用する。 

  

（取引資格の追加取得手続）  

第６条の２ 業務規程第１１４条の２第１

項第３号に規定する取引資格の追加取得

手続は、当社が必要と認めて指示する手

続とする。 

 

（新設） 

  

（取引参加者の地位の承継） 

第１１条 （略） 

２ 業務規程第１２７条第４項及び第５項

に規定する承継した法人が行う業務規程

第１０８条の規定に基づく取引資格の取

得申請、第１１４条第１項の規定に基づ

く取引資格の追加取得届出又は第１１５

条第１項の規定に基づく取引参加者の種

類の変更申請の添付書類は、第４条第６

号ロ及びニ、第７号ロ及びニ又は第８号

イ及びハ並びに当社が必要に応じ、その

都度、指示するものとする。 

（取引参加者の地位の承継） 

第１１条 （略） 

２ 業務規程第１２７条第４項及び第５項

に規定する承継した法人が行う業務規程

第１０８条又は第１１４条第１項に基づ

き取引資格の取得申請又は第１１５条第

１項の規定に基づき取引参加者の種類の

変更申請の添付書類は、第４条第６号ロ

及びニ、第７号ロ及びニ又は第８号イ及

びハ並びに当社が必要に応じ、その都

度、指示するものとする。 

  

（取引資格の審査等に関する基準） （取引資格の審査等に関する基準） 

第２１条 業務規程第１０９条の規定に基

づく取引資格取得申請者及び第１１５条

第２項の規定に基づく取引参加者の種類

変更申請者（以下「申請者」という。）

の取引資格の資格審査は、次の各号に掲

げる事項を基準として行うものとする。

ただし、申請者が当社市場で直接取引を

行わない場合には、第１号から第５号ま

でに掲げる事項を基準として審査を行

う。 

第２１条 業務規程第１０９条及び第１１

４条第２項の規定に基づく取引資格取得

申請者並びに第１１５条第２項の規定に

基づく取引参加者の種類変更申請者（以

下「申請者」という。）の取引資格の資

格審査は、次の各号に掲げる事項を基準

として行うものとする。ただし、申請者

が当社市場で直接取引を行わない場合に

は、第１号から第５号に掲げる事項を基

準として審査を行う。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 
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附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 

 

  

別表（様式） 

条項 申請書等 様式 

（略） 

第６条第１

項 

取引資格追

加取得届出

書 

様式０９ 

（略） 
 

別表（様式） 

条項 申請書等 様式 

（略） 

第６条第１

項 

取引資格追

加取得申請

書 

様式０９ 

（略） 
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ストップロス取引実施細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第１２

項の規定に基づき、ストップロス取引に

関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第１３

項の規定に基づき、ストップロス取引に

関し必要な事項について規定する。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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取引参加者に対する監査に関する細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、株式会社東京商品取引

所（以下「当社」という。）の業務規程

第３条第１３項の規定に基づき、取引参

加者に対する監査に関し必要な事項を定

める。 

（目的） 

第１条 本細則は、株式会社東京商品取引

所（以下「当社」という。）の業務規程

第３条第１４項の規定に基づき、取引参

加者に対する監査に関し必要な事項を定

める。 

２ （略） ２ （略） 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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電力におけるインサイダー規制に関する細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第１４

項の規定に基づき、電力におけるインサ

イダー規制に関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第１条 本細則は、業務規程第３条第１５

項の規定に基づき、電力におけるインサ

イダー規制に関し必要な事項について規

定する。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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エネルギー市場ヘッジ玉取扱要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（受渡し） 

第７条 （略） 

（受渡し） 

第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 軽油の受渡しにあっては、エネルギー

市場管理細則第６条及び本細則第５条の

規定に基づき、ヘッジ玉の承認を受けた

者であっても、エネルギー受渡細則第５

条第１項及び第２項に規定する軽油の受

渡しに係る上限数量を超える受渡しを行

うことはできない。 

３ 軽油の受渡しにあっては、エネルギー

市場管理細則第６条及び本細則第５条の

規定に基づき、ヘッジ玉の承認を受けた

者であっても、エネルギー受渡細則第４

条に規定する軽油の受渡しに係る上限数

量を超える受渡しを行うことはできな

い。 

  

  

附  則  

この改正規定は、令和４年１月３１日か

ら施行する。 
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ＥＦＦ取引実施細則を廃止する規則 

 

 

第１条 次に掲げる規則を廃止する。 

ＥＦＦ取引実施細則 

 

 

附 則 

この規則は、令和４年１月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 


